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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） 206,315 150,105 143,809 162,750 111,428

経常損益（百万円） 15,586 12,632 16,161 9,263 △27,237

当期純損益（百万円） △34,138 13,279 11,885 5,636 △38,438

純資産額（百万円） 9,432 22,801 33,179 42,057 13,949

総資産額（百万円） 187,809 264,234 250,509 292,810 265,902

１株当たり純資産額（円） △293.07 △186.70 △94.20 21.31 △36.11

１株当たり当期純損益金額

（円）
△573.26 105.62 92.20 35.76 △160.25

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
― 50.28 45.01 18.23 ―

自己資本比率（％） 5.02 8.63 13.24 14.36 5.24

自己資本利益率（％） △251.64 82.39 42.46 14.98 △137.26

株価収益率（倍） △0.66 7.91 6.92 3.36 △0.28

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
40,850 △17,411 733 △31,191 △29,166

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
42,313 3,010 100 △466 5,369

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△64,932 72,390 △38,973 46,614 △1,337

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
35,899 93,888 55,749 70,705 45,571

従業員数（人） 921 951 1,012 1,043 1,075

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第50期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの当期

純損失であるため記載しておりません。

３．第52期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） 154,440 140,596 134,705 151,660 100,612

経常損益（百万円） 12,110 11,442 14,822 8,528 △26,326

当期純損益（百万円） △35,952 11,797 10,874 5,973 △38,749

資本金（百万円） 30,041 12,641 12,641 17,641 27,107

発行済株式総数                     

普通株式（千株） 111,258 111,258 111,258 153,993 481,193

優先株式（千株) 70,000 70,000 70,000 62,390 51,500

純資産額（百万円） 11,799 23,926 33,187 42,403 13,984

総資産額（百万円） 274,199 260,916 247,180 290,655 263,630

１株当たり純資産額（円） △271.78 △176.57 △94.13 23.56 △36.04

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
     

普通株式（円）
0.00

(－)

0.00

(－)

3.00

(－)

3.00

(－)

0.00

(－)

Ａ種優先株式（円）
0.00

(－)

6.62

(－)

8.05

(－)

10.85

(－)

0.00

(－)

Ｂ種優先株式（円）
0.00

(－)

6.62

(－)

8.05

(－)

10.85

(－)

0.00

(－)

Ｃ種優先株式（円）
0.00

(－)

6.62

(－)

8.05

(－)

10.85

(－)

0.00

(－)

Ｄ種優先株式（円）
0.00

(－)

6.62

(－)

8.05

(－)

10.85

(－)

0.00

(－)

Ｅ種優先株式（円)
0.00

(－)

60.62

(－)

62.05

(－)

64.85

(－)

0.00

(－)

１株当たり当期純損益金額

（円）
△603.74 92.28 83.09 38.57 △161.55

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
― 44.67 41.18 19.32 ―

自己資本比率（％） 4.3 9.2 13.4 14.6 5.3

自己資本利益率（％） △207.3 66.0 38.1 15.8 △137.4

株価収益率（倍） △0.6 7.9 6.5 3.1 △0.3

配当性向（％） ― ― 3.61 7.78 ―

従業員数（人） 553 591 629 646 684

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第50期及び第54期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの当期

純損失であるため記載しておりません。

３．第52期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。
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２【沿革】

　当社は、昭和32年６月１日に設立されたが、株式の額面変更のため、昭和23年12月24日設立の株式会社風月食品店

（昭和42年10月31日藤和不動産株式会社に商号変更）を形式上の存続会社とし、昭和43年４月１日を合併期日として

吸収合併を行ったものであります。

　従って以下の記載については、実質上の存続会社である藤和不動産株式会社（被合併会社）に関する事項について

記載しております。

昭和32年６月 当社設立

 本社を東京都中央区八重洲四丁目５番地に設置

昭和38年５月 大阪営業所（現大阪支店）開設

昭和39年１月 本社を東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目20番の６に移転

12月 広島営業所（現広島支店）開設

昭和40年９月 本社を東京都中央区八重洲四丁目５番地に移転（現二丁目３番13号）

昭和44年12月藤和管理株式会社（現三菱地所藤和コミュニティ株式会社）設立

12月 藤和那須管理株式会社（現藤和那須リゾート株式会社）設立（現連結子会社）

12月 名古屋営業所（現名古屋支店）開設

昭和47年５月 東京証券取引所市場第二部に株式上場

昭和48年４月 東京証券取引所市場第一部に昇格

５月 大阪証券取引所市場第一部に株式上場

昭和59年７月 藤和不動産流通サービス株式会社設立

昭和62年１月 藤和住販株式会社設立(平成20年２月清算結了)

６月 大阪支店を大阪市北区梅田一丁目11番４－2000号に移転

昭和63年２月 第32回定時株主総会の決議により決算期を11月30日から、３月31日に変更

７月 広島支店を広島市中区大手町三丁目１番３号に移転

平成５年１月 パシフィック都市開発株式会社設立

平成12年３月 株式会社エス・ディー・マネジメント設立

平成12年10月パシフィック都市開発株式会社は藤和不動産流通サービス株式会社を吸収合併し、同月藤和不動

産流通サービス株式会社（現連結子会社）に社名変更

平成13年６月 名古屋支店を名古屋市中区錦二丁目20番８号に移転

平成15年１月 エフ・ティー都市開発株式会社の株式を追加取得（現連結子会社）

平成15年５月 大阪証券取引所市場第一部の株式上場廃止（平成15年４月当社より申請）

３月 三菱地所株式会社の資本参加により、同社の持分法適用会社となる。

平成17年４月 株式会社エス・ディー・マネジメントを吸収合併

平成20年１月 三菱地所株式会社を割当先とした第三者割当による新株式を発行し、同社が親会社となる。

平成21年２月 三菱地所株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約を締結 

４月

 

株式交換により三菱地所株式会社の完全子会社となり、東京証券取引所市場第一部の株式上場廃

止
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社および連結子会社３社によって構成されており、不動産販売事

業、仲介事業、その他事業を営んでおります。

　なお、持分法適用関連会社でありました三菱地所藤和コミュニティ株式会社は、平成20年12月22日に当社保有の全株

式を、当社および同社の親会社である三菱地所株式会社へ売却したため、持分法適用の範囲から除外しました。

　また、三菱地所株式会社と当社は平成21年２月５日開催の各々の取締役会決議に基づき株式交換契約を締結し、平成

21年４月30日の効力発生をもって当社は三菱地所株式会社の完全子会社となりました。

　当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

　なお、次の３部門は「第５　経理の状況　１．(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の

区分と同一であります。

〔不動産販売事業〕

　当社は、マンション分譲を主力に首都圏・中京圏・近畿圏・広島圏において不動産販売事業を行っております。ま

た、子会社エフ・ティー都市開発株式会社は、新たな事業展開の検討を行っております。

〔仲介事業〕

　仲介事業は、首都圏・中京圏・近畿圏では子会社藤和不動産流通サービス株式会社が行い、広島圏においては当社

が行っております。

　なお、平成21年４月１日付にて当社の広島圏での仲介部門を藤和不動産流通サービスに移管し、今後は広島圏の仲

介事業についても藤和不動産流通サービスが行ってまいります。

〔その他事業〕

　リゾート事業は、子会社藤和那須リゾート株式会社が遊園地および別荘地の管理・運営を行っております。

　また、藤和不動産流通サービス株式会社は、不動産に関するプロパティマネジメント事業、不動産コンサルティン

グ事業を行っております。

　当社グループを事業系統図によって示すと、次のとおりとなります。

（事業系統図）
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
（注）１ 

議決権の所有
(又は被所有)
割合（％）

関係内容

(連結子会社)      

エフ・ティー都市開

発㈱
東京都中央区 10 不動産販売事業 100

マンション分譲の共

同事業

藤和不動産流通サー

ビス㈱
東京都文京区 1,500仲介事業 100

不動産の仲介

当社顧客のマンショ

ン売買等の斡旋

藤和那須リゾート㈱ 栃木県那須郡 100その他事業 100
当社開発の別荘地等

の管理・運営

(親会社)

 
  

 

ビル事業・住宅事業・

資産開発事業・海外事

業・設計監理事業・注

文住宅事業・ホテル事

業・不動産サービス事

業・その他の事業

（注）３

  

三菱地所㈱

（注）２

 

 

東京都千代田区

 

 

 

136,534

 

 

 

79.6

（被所有）

 

 

資本提携

マンション分譲の共

同事業

  

 

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．有価証券報告書を提出しております。

３．三菱地所の事業区分による事業の種類別セグメント名称を記載しております。

 

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

不動産販売事業  626

仲介事業  228

その他事業  157

全社（共通）  64

合計  1,075

　（注）従業員数は就業人員であります。

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

684 36.3 10.6 6,327,233

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）のマンション事業を取り巻く環境は、用地取得費の高

騰および建築工事費の上昇により売上原価が増加している状況の中、世界的な金融市場の収縮と混乱による世界経

済の悪化が国内実体経済にも深刻な影響を与え、景気の先行き不安により顧客の買い控え傾向が顕著になるなど、

極めて厳しい事業環境となりました。その結果、当社におきましても主力のマンション分譲において、売上計上戸数

が前期を下回り、売上高が減少いたしました。

また、用地取得費や建築工事費の原価上昇分を販売価格に転嫁できず営業利益が減少したことに加え、たな卸資

産の評価損の計上により売上原価に17,780百万円計上したことにより営業損失となりました。

その他に特別損益として、持分法適用会社株式の売却益を投資有価証券売却益に5,363百万円計上したものの、取

得予定のマンション事業用地の解約に伴う損失を不動産売買契約解除損に4,991百万円計上いたしました。さらに

繰延税金資産の取崩しにより法人税等調整額を9,608百万円計上した結果、当期純損失が増加いたしました。

当連結会計年度の業績は売上高111,428百万円（前期比31.5％減）、営業損失22,577百万円（前期は営業利益

12,789百万円）、経常損失27,237百万円（前期は経常利益9,263百万円）、当期純損失38,438百万円（前期は当期純

利益5,636百万円）となりました。

     

　　　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

　　　①不動産販売事業

当セグメントの主力であるマンション分譲の当連結会計年度における売上計上戸数は2,978戸（前期比1,245戸

減）となりました。景気の先行き不安などから顧客の買い控え傾向が顕著となり、マンション販売にかかる期間が

長期化した結果、売上計上戸数が大幅に減少いたしました。また、現状のマンション市況において用地取得費、建築

工事費等の原価の上昇分を販売価格に転嫁することが困難な状況にあり、営業利益が減少したことに加え、一部物

件については、たな卸資産の評価損の計上に伴う影響額として売上原価に12,650百万円計上した結果、当連結会計

年度においては営業損失となりました。

その結果、当セグメントの業績は、売上高101,063百万円（前期比32.8％減）、営業損失23,020百万円（前期は営

業利益11,343百万円）となりました。

なお、当連結会計年度のマンション完成在庫は1,007戸（前期比586戸増）となりました。

    

　　　②仲介事業

当セグメントの業績は、世界的な金融収縮に伴い不動産に対する新規融資が困難な環境にある影響により法人仲

介が大幅に減少したことに加え、景気の先行き不安からリテール仲介も減少したことにより、売上高が前期比で減

少し、営業損失となりました。その結果、当セグメントの業績は売上高3,679百万円（前期比27.6％減）、営業損失3

百万円（前期は営業利益887百万円）となりました。

 

　　　③その他事業

当セグメントにおきましては、別荘事業の請負工事減少等により、売上高6,824百万円（前期比9.1％減）、営業利

益508百万円（前期比12.4％減）となりました。

 

(2）キャッシュ・フロー

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純損失の計上およびたな卸資産の増加によ

り29,166百万円のネット支払額となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却により5,369百万円のネット収入額となりまし

た。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還による支払、株式の発行による収入等により

1,337百万円のネット支払額となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物は期首から25,133百万円減少し、45,571百万円となりました。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループにおける販売品目は受注生産形態をとらない品目がほとんどであり、生産規模および受注規模を金額

あるいは数量で示すことは行っておりません。

　販売の状況を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

売上高（百万円） 前年同期比（％）

不動産販売事業   

中高層住宅 95,245 △34.9

その他 5,818 38.7

仲介事業 3,563 △27.3

その他事業 6,800 △8.7

合計 111,428 △31.5

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去をしております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　なお、参考として当社単体の中高層住宅（マンション分譲事業）における用地仕入、新規供給、期中契約の状況をを

金額または戸数ベースで示すと、次のとおりであります。

 

第54期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）
数量 前年比較増減

用地仕入高(百万円) 35,887 △34,262

新規供給戸数(戸) 3,771 786

期中契約高(百万円) 44,799 23,414

 

 

 

３【対処すべき課題】

　マンション分譲市場においては、本年１月以降、販売センターへの来場者の増加や、用地費や建築工事費に低下傾向

が見られるなど、一部事業環境の改善の兆しも見られますが、国内外の金融情勢、景気・経済情勢などの外部環境は当

面厳しい状況が続くものと思われます。

　このような状況の中で、当社は本年４月30日株式交換効力発生により三菱地所株式会社の完全子会社となりました。

今後は三菱地所との戦略的一体性、機動性をこれまで以上に高め、コア事業であるマンション事業を安定して発展、成

長させ、企業価値の向上に努めて参ります。
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４【事業等のリスク】

当社グループの事業および業績(経営成績、財政状態)等に関し、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

主な事項について記載しております。なお、当社グループは、これらの事項の可能性を認識した上で、発生の回避およ

び発生した場合の対応に努める所存であります。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在にお

いて当社グループが判断したものであります。

(1) 経済情勢の動向

主力事業であるマンション分譲事業は、景気動向、個人所得等の動向、住宅ローン金利の動向、競合他社の供給や価

格動向等の影響を受けやすい傾向にあり、これらが当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。また、マ

ンション分譲事業の原価となる土地については地価高騰による取得価格の上昇、建築工事費についても原材料や人件

費の高騰が当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 金利の変動

主力事業であるマンション分譲事業の事業資金については、主に金融機関から調達しております。従いまして、想定

を上回って借入金利が上昇した場合は、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 不動産関連法制の変更

当社グループの行う事業には、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、国土利用計画法、建物の区分所有に関す

る法律、金融商品取引法等の各種法規制があり、これらの法規制の改廃や新設によっては、当社グループの事業や業績

等に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 不動産関連税制の変更

不動産関連税制が変更され、不動産の取得・売却時のコスト増加または住宅購入顧客の購買意欲の減退等につなが

る場合は、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 近隣住民との紛争

マンション開発に際しては、建築基準法等の法律や行政の指導要項等、開発に必要な許認可を取得することに加え、

近隣住民の方々と誠意をもって協議しております。然しながら協議の結果によっては、必要な許認可を取得している

場合においても、当初の開発計画等に変更が生じることも想定されます。その場合、当社グループの事業や業績等に影

響を及ぼす可能性があります。

(6) 天災、人災等

主力事業であるマンション分譲事業においては、売上計上がお客さまへのマンション引き渡し時となります。当社

においては、引き渡し時期が下半期に集中していることから、売上高、営業利益、経常利益ともに下半期に偏重してお

りますので、業績を判断する際には留意する必要があります。従いまして、地震、風水害等の自然災害や事故、火災等の

人的災害など予期し得ない事態の発生による建築工期の遅延など、不測の事態により引き渡し時期が期末を超える場

合は、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

（１）株式交換契約締結 

　三菱地所株式会社（以下、「三菱地所」といいます。）と当社は平成21年２月５日開催の各々の取締役会におい

て、三菱地所を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを

決議し、株式交換契約を締結いたしました。

　本株式交換により、その効力発生日である平成21年４月30日をもって、当社は三菱地所の完全子会社となりまし

た。それに伴い、当社の普通株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、平成21年４月23日付で上場廃止

となりました。

　本株式交換の概要は、以下のとおりであります。

 

①本株式交換の目的

　これまで三菱地所と当社は、平成16年12月に資本提携契約を締結し、その後平成20年１月には三菱地所が当社の第

三者割当増資を引受け同社の子会社化を行うなどの資本関係強化を背景に、それぞれの強みを生かした共同事業を

展開するなどシナジー効果を追求してまいりました。しかしながら、今後も当面続くであろうマンション市場にお

ける厳しい事業環境を踏まえると、当社の一層の経営基盤強化が不可欠であり、且つ今後当社を含めた三菱地所グ

ループの住宅事業の強化を図っていくためには、両社の戦略的な一体性と機動性をこれまで以上に高めることによ

り、事業体制を再構築していく必要性があるとの認識に至り、本株式交換を実施することと致しました。

 

②本株式交換の方法

　平成21年２月５日に締結した株式交換契約に基づき、当社の株主（但し、三菱地所を除きます。）に対して、その所

有する当社の株式に代わり、平成21年４月30日を株式交換の効力発生日として、効力発生日の前日の最終の当社の

株主名簿に記載又は記録された当社の株主が所有する株式数の合計に、以下の交換比率を乗じた数の三菱地所の普

通株式を交付いたしました。これにより、当社は三菱地所の完全子会社となりました。

（a）当社の普通株式１株：0.042

（b）当社のＡ種優先株式１株：0.585

（c）当社のＢ種優先株式１株：0.316

（d）当社のＥ種優先株式１株：0.572

 

③株式交換に係る割当の内容

　当社の株主に対して、その所有する株式の種類ごとに異なる取扱いを行い、以下のとおり、割当交付いたしました。

なお、割当てる株式の数に、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条の規定により、その端数の合計数

（その合計数に１に満たない端数がある場合は切捨てるものとします。）に相当する三菱地所の普通株式を売却

し、その端数に応じてその代金を当該端数に相当する三菱地所の普通株式の交付に代えて当該株主に交付いたしま

した。

（a）その所有する当社の普通株式１株につき、三菱地所の普通株式0.042株の割合をもって割当交付いたしまし

た。

（b）その所有する当社のＡ種優先株式１株につき、三菱地所の普通株式0.585株の割合をもって割当交付いたし

ました。

（c）その所有する当社のＢ種優先株式１株につき、三菱地所の普通株式0.316株の割合をもって割当交付いたし

ました。

（d）その所有する当社のＥ種優先株式１株につき、三菱地所の普通株式0.572株の割合をもって割当交付いたし

ました。

 

④株式交換に係る割当の内容の算定根拠

（a）算定の基礎及び経緯

　本株式交換の株式交換比率については、その算定にあたって公正性・妥当性を確保するため、各社がそれぞれ別

個に、両社から独立した第三者機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、三菱地所はみずほ証券株式会社

（以下「みずほ証券」といいます。）を、当社は野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）を、それぞ

れの第三者算定機関として選定しました。三菱地所は、みずほ証券に、独立した第三者機関としての株式交換比率

の算定を依頼し、算定書を受領しております。また、当社は、野村證券より平成21年２月４日付で、以下の前提条件

その他一定の条件のもとに、合意された普通株式交換比率が当社にとり財務的見地から妥当である旨の意見書を

取得しております。
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　みずほ証券は、三菱地所及び当社の普通株式の交換比率について、それぞれ市場株価が存在することから市場株

価基準法による評価、及び将来の事業がもたらすキャッシュフローの状況を考慮した評価手法であるディスカウ

ンテッド・キャッシュフロー法（以下、「ＤＣＦ法」といいます。）を用いて算定を行っております。また、当社

のＡ種、Ｂ種及びＥ種優先株式の交換比率については、一般的なオプション価値算定モデルである三項格子モデ

ル法によるオプション価値評価法と、三菱地所の普通株式の交換比率の算定で用いた手法の算定結果を用いて、

算定を行っております。市場株価基準法では、平成21年２月４日を評価基準日として、評価基準日以前の１ヶ月

（平成21年１月５日～平成21年２月４日）の東京証券取引所における両社の終値（以下「終値」といいます。）

の単純平均値、３ヶ月（平成20年11月５日～平成21年２月４日）の終値の単純平均値、及び６ヶ月（平成20年８

月５日～平成21年２月４日）の終値の単純平均値を採用しました。なお、株式の１株当たり株式価値を１とした

場合の各算定手法の評価レンジは、以下のとおりとなります。

 

（ア）普通株式

 採用手法 株式交換比率の評価レンジ

 市場株価基準法 0.037～0.043

 ＤＣＦ法 0.028～0.060

 

（イ）Ａ種優先株式

 採用手法 株式交換比率の評価レンジ

 市場株価基準法／オプション価値評価法 0.445～0.687

 ＤＣＦ法／オプション価値評価法 0.416～0.766

 

（ウ）Ｂ種優先株式

 採用手法 株式交換比率の評価レンジ

 市場株価基準法／オプション価値評価法 0.204～0.364

 ＤＣＦ法／オプション価値評価法 0.190～0.405

 

（エ）Ｅ種優先株式

 採用手法 株式交換比率の評価レンジ

 市場株価基準法／オプション価値評価法 0.417～0.641

 ＤＣＦ法／オプション価値評価法 0.390～0.715

 

　みずほ証券は、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び公開情報が正確かつ完全であるこ

と、株式交換比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事実でみずほ証券に対して未開示の事実はないこと

等の種々の前提を置いており、かつ両社の個別の資産・負債について独自の評価または査定を行っていないこと

を前提としております。またかかる算定において参照した両社の財務見通しについては、両社により現時点で得

られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準備・作成されたものであること、並びにかかる算定は平成21年２

月４日現在の情報と経済情勢を反映したものであることを前提としています。

 

　野村證券は、三菱地所と当社の普通株式について、それぞれ市場株価が存在することから市場株価平均法（対象

期間は、算定基準日である平成21年２月４日の株価終値、算定基準日までの直近５営業日、１ヶ月平均、３ヶ月平

均）を採用し、それに加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ＤＣＦ法を採用して普通株式の交換

比率を算定しております。また、Ａ種、Ｂ種及びＥ種優先株式の交換比率に関しては、各算定手法での普通株式価

値をもとに、野村證券の評価モデルによる各種優先株式の経済的価値を分析し、三菱地所の各算定手法での株式

価値を用いて交換比率を算定しております。野村證券は、これらの分析及び検討の結果を総合的に勘案して三菱

地所普通株式と藤和不動産普通株式の交換比率にかかる意見を当社に提出しました。なお、三菱地所株式の１株

当たり株式価値を１とした場合の各算定手法の算定レンジは、以下のとおりとなります。

 

（ア）普通株式
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 採用手法 株式交換比率の算定レンジ

 市場株価平均法 0.042～0.043

 ＤＣＦ法 0.033～0.048

 

（イ）Ａ種優先株式

 採用手法 株式交換比率の算定レンジ

 市場株価平均法 0.564～0.611

 ＤＣＦ法 0.447～0.579

 

（ウ）Ｂ種優先株式

 採用手法 株式交換比率の算定レンジ

 市場株価平均法 0.270～0.338

 ＤＣＦ法 0.189～0.238

 

（エ）Ｅ種優先株式

 採用手法 株式交換比率の算定レンジ

 市場株価平均法 0.592～0.645

 ＤＣＦ法 0.424～0.531

 

　野村證券は、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則とし

てそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、

独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また株式交換比率の算定に重大な影響を与える可

能性がある事実で野村證券に対して未開示の事実はないこと等の種々の前提を置いており、かつ両社とその関係

会社の個別の資産または負債（偶発債務を含みます。）について、個別の各資産及び負債の分析及び評価を含め、

独自に評価、鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。加え

て、かかる算定において参照した両社の財務見通しについては、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予

測と判断に基づき合理的に準備・作成されたことを前提としております。野村證券の算定は平成21年２月４日ま

での情報と経済情勢を反映したものであります。

 

　尚、みずほ証券および野村證券は、三菱地所と当社の株式交換比率の算定に使用した財務見通しにおいては、三

菱地所及び当社の平成21年３月期の業績下方修正による影響を反映しており、また、株式交換比率の算定にあた

り、増資を考慮しております。

　三菱地所及び当社は、それぞれ、自らの第三者算定機関から提示を受けた株式交換比率の算定結果を慎重に検討

し、業績予想の修正等のマイナス要因、及び増資による当社の資本増強を通じた信用力の拡大やそれを踏まえた

将来の当社の企業価値向上などによるプラス要因を総合的に勘案しながら、株式交換比率について、当社の親会

社としての三菱地所と当社の少数株主との間の利益相反への配慮や増資における普通株式、Ａ種優先株式及びＢ

種優先株式の発行価額を含む多角的視点から慎重かつ合理的に検証を加えました。三菱地所及び当社は、こうし

た検証をふまえ、真摯に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記株式交換比率が妥当であるとの判断に至り合意

したものです。

 

（b）算定機関との関係

　みずほ証券及び野村證券はいずれも、三菱地所及び当社の関連当事者には該当いたしません。

 

⑤当該株式交換の後の完全親会社となる会社の概要

商号 三菱地所株式会社

本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目６番１号

代表者の氏名 取締役社長　　木村　惠司

資本金の額 136,534百万円（平成20年12月31日現在）

事業の内容
ビル事業、住宅事業、資産開発事業、海外事業、設計監理事業、注文住宅事業、ホテル事業、不動

産サービス事業、その他の事業
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（２）その他経営上の重要な契約等

当連結会計年度において、当社のマンション分譲事業について、仕掛販売用不動産に計上しているものの他、特別

目的会社（ＳＰＣ）と売買契約を締結し、竣工後に購入を予定しているものが以下の通りあります。

所在地 金額（百万円） 購入予定

神奈川県相模原市大山町 1,266 平成22年９月

神奈川県相模原市大山町 1,096 平成22年12月

　　（注）上記金額は消費税を含んでおります。

なお、上記以外に当社のマンション分譲事業について、仕掛販売用不動産に計上しているものの他、特別目的会社

（ＳＰＣ）と前連結会計年度までに売買契約を締結し、竣工後に購入を予定しているものが以下の通りありま

す。

所在地 金額（百万円） 購入予定

神奈川県横浜市神奈川区新子安１丁目 377 平成21年10月

神奈川県横浜市神奈川区新子安１丁目 5,693 平成24年８月

神奈川県横浜市神奈川区新子安１丁目 6,489 平成24年３月

神奈川県相模原市大山町 932 平成22年９月

神奈川県相模原市大山町 825 平成22年12月

　　（注）上記金額は消費税を含んでおります。

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態

当連結会計年度末の総資産は、265,902百万円で前連結会計年度（以下「前期末」）比26,907百万円(9.2%)の減

少となりました。流動資産は226,666百万円で前期末比24,798百万円(9.9%)の減少、固定資産は39,236百万円で前期

末比2,109百万円(5.1%)の減少となりました。

流動資産減少の主な要因は、たな卸資産の仕入れによる支払いや、Ｅ種優先株式の消却、借入金の返済ならびに社

債の償還による現金及び預金の減少であります。

固定資産減少の主な要因は、繰延税金資産の取崩しによる減少であります。

当連結会計年度末の負債の合計は、251,953百万円で前期末比1,200百万円(0.5%)の増加となりました。流動負債

は164,331百万円で前期末比46,569百万円(39.5%)の増加、固定負債は87,622百万円で前期末比45,369百万円

(34.1%)の減少となりました。

有利子負債は、社債の償還や、事業用地仕入れを厳選した結果、用地取得件数が減少したことなどにより、前期末

比11,196百万円(5.8%)減少の181,001百万円なりました。短期借入金は前期末比44,241百万円(104.6%)の増加、長期

借入金は前期末比45,545百万円(41.4%)の減少となっております。

当連結会計年度末の純資産は、三菱地所株式会社（以下、「三菱地所」といいます。）を引受先とする18,931百万

円の第三者割当増資を行いましたが、Ｅ種優先株式の消却や当期純損失の計上等により、前期末比28,108百万円

(66.8%)減少の13,949百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前期末の14.4％に対し、5.2％となりました。

(2) 経営成績

当連結会計年度は、主力のマンション分譲事業における売上計上戸数は2,978戸(前期比1,245戸減)となりまし

た。景気の先行き不安などから顧客の買い控え傾向が顕著となり、マンション販売にかかる期間が長期化した結果、

売上計上戸数が大幅に減少いたしました。また、現状のマンション市況においては、用地取得費、建築工事費等の原

価の上昇分を販売価格に転嫁することが困難な状況にあり、営業利益が減少したことに加え、一部物件については、

たな卸資産評価損の計上に伴う影響額として売上原価に12,650百万円計上した結果、当連結会計年度においては営

業損失となりました。仲介事業では、世界的な金融収縮に伴い不動産に対する新規融資が困難な環境にある影響に

より法人仲介が大幅に減少したことに加え、景気の先行き不安からリテール仲介も減少したことにより、売上高が

前期比で減少し、営業損失となりました。その他事業では、リゾート事業の別荘請負工事減少や那須遊園地施設の入

場者数の減少等により、売上高、営業利益ともに前期比で減少いたしました。

以上のような厳しい事業環境のもとで、当連結会計年度の業績は、売上高111,428百万円(前期比31.5%減)、売上総

利益751百万円(前期比98.0%減)、営業損失22,577百万円(前期は営業利益12,789百万円)となりました。

また、営業外損益においてはシンジケートローン関連費用が増加、特別損益においては持分法適用会社株式の売

却益を5,363百万円計上したものの、取得予定のマンション事業用地の解約に伴う損失を4,991百万円計上いたしま

した。その結果、経常損失27,237百万円(前期は経常利益9,263百万円)、税金等調整前当期純損失28,804百万円(前期

は税金等調整前当期純利益3,473百万円)となりました。さらに繰延税金資産の取崩しにより法人税等調整額を

9,608百万円計上した結果、当期純損失38,438百万円(前期は当期純利益5,636百万円)となりました。

(3) キャッシュ・フロー

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純損失の計上およびたな卸資産の増加によ

り29,166百万円のネット支払額となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却により5,369百万円のネット収入額となりまし

た。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還による支払、株式の発行による収入等により

1,337百万円のネット支払額となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物は、期首から25,133百万円減少し、45,571百万円となりました。
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(4) 会社の経営の基本方針

当社は、「培われた知恵と豊かな創造力をもとに、人と自然の明日を見つめ、お客さまの求めるものをともに喜び

をもって提供し続ける」という企業理念の下、お客さまへの良質なマンションの供給を通じて快適な住環境を提案

し、「住」を核とする都市再生・環境創造を積極的に進めることで、社会に貢献する企業を目指してまいります。ま

た、平成17年10月にはコーポレートステートメントを「すべては、お客さまの笑顔のために。」と定め、お客さまに

やすらぎや憩いを感じていただける、親しみやすいマンションづくりに取り組んでおります。

しかしながら、昨年秋以降の金融市場の混乱と信用収縮、これに伴う景気の悪化による当社の事業資金の調達環

境および財務基盤の悪化により、本年２月20日に三菱地所を引受先とする新株発行を行い約189億円の調達を行い、

財務基盤の強化を図りました。更には、今後も当面続くであろうこの厳しい事業環境を踏まえて、当社と三菱地所と

の戦略的な一体性と機動性をこれまで以上に高めることにより、事業体制を再構築していく必要性があるとの認識

に至り、本年４月30日を効力発生日とする株式交換により三菱地所の完全子会社となることと致しました。

今後、当社の信用力が強化されるとともに、マンション分譲事業および不動産仲介事業により一層注力すること

により、安定した事業展開が可能となり、当社および関係会社の企業価値の向上を図ってまいります。　

(5) 目標とする経営指標

新中期経営計画において、収益性並びに健全性に関する経営指標として、ＥＢＩＴＤＡ、ネットＤ／Ｅレシオ、自

己資本比率の３つの指標を採用し、平成23年３月期の目標値を以下のとおり定めております。

・ ＥＢＩＴＤＡ：18,500百万円

・ ネットＤ／Ｅレシオ：314％

・ 自己資本比率：17.0％

(6) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題

新中期経営計画(平成20年４月～平成23年３月)における経営戦略

当社グループでは、平成20年２月に「新中期経営計画～ＳＴＡＲＴ　ＮＥＸＴ　５０」を策定し、当社が40年以上

に亘り継続している製販一体体制を更に強化し、地域ごとに、マンションごとに、お客さま目線でのマンションづく

りを追求しております。 

しかしながら、昨今の金融市場の混乱と信用収縮、これに伴う景気の悪化により、不動産業界及び金融市場を取り

巻く環境は急激に厳しさが増しました。

マンション分譲市場においては、本年１月以降、販売センターへの来場者の増加や用地費および建築工事費に低

下傾向が見られるなど、一部事業環境の改善の兆しも見られますが、国内外の金融情勢、景気・経済情勢などの外部

環境は当面厳しい状況が続くものと思われます。

このような状況の中で、当社は本年４月30日の株式交換効力発生をもって三菱地所の完全子会社となりました。

今後は三菱地所との戦略的一体性、機動性をこれまで以上に高め、コア事業であるマンション事業を安定して発展、

成長させ、企業価値の向上に努めて参ります。

　　　　なお、今後の業務運営に関する基本方針等は以下のとおりです。 　

ⅰ）マンション分譲事業

　　　～当社グループおよび三菱地所グループによるマンション分譲業界におけるトップグループの地位を確立するととも

にマンション事業の収益力強化を図ります。～

① 新マンションブランド「ＢＥＬＩＳＴＡ」の浸透を通じて、商品の認知度と理解度を高めるとともに、「ＢＥ

ＬＩＳＴＡ」ファンの拡大、お客さま満足度の向上を図り、市場における優位性を確立してまいります。

② 都心～郊外のエリアバランスの確保を基本とし、準都心、近郊エリアを中心に短期、中期的な事業期間での回転

を重視したプロジェクトへの取り組みに重点を置いてまいります。

③ 商品企画力の向上、コスト競争力の強化を図るべく三菱地所との協働を進めてまいります。

 ⅱ）不動産仲介事業、プロパティマネジメント事業

　　　～リテール部門の強化・拡大に向けた基盤整備を進めるとともに、藤和不動産流通サービスと三菱地所リアルエス

テートサービスの連携強化を図ります。～

① 不動産仲介事業は、グループの情報力を活かし法人仲介、マンションの買い替え、賃貸仲介等各事業分野に幅広

く取り組んでおります。リテール部門については、量的な拡大に向け、社内基盤の整備を図ってまいります。

② プロパティマネジメント事業は住宅系を主体に、賃貸管理戸数の維持・拡大によるスケールメリットを

追及すると共に、取扱単価・料率の向上に向けた取り組みを強化してまいります。
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ⅲ）新規事業（宅地造成事業・賃貸住宅開発事業）

～マンション事業に次ぐ収益の柱とすべく、住宅関連領域を中心とした新規事業分野に取り組んでまいります。～

① マンションとの複合開発や単独開発による宅地造成事業の検討を行い、事業メニューの拡大を目指します。

② 賃貸住宅の開発は、今後の経済情勢および賃貸住宅市場の動向等を慎重に検証のうえ、具体的な案件の検討を

行ってまいります。  
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループ （当社および連結子会社）では、設備投資を 864百万円実施いたしました。その主なものは、不動産

販売事業で597百万円（賃貸用マンション571百万円他）、その他事業で245百万円（那須遊園地施設等新設・改修工

事237百万円他）であります。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループ（当社および連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

  平成21年３月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容
帳簿価額（百万円） 従業

員数
（人）

建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

土地
(面積千㎡)

リース資産 その他 合計

本社

（東京都中央区）

不動産販売事業

その他事業

本社ビル

土地・建物
927 －

19,000

(0.6)
－ 95 20,023383

資産運用室

（東京都中央区）
その他事業

賃貸用土地・

建物
0 －

731

(208)
－ 0 731 －

大阪支店

（大阪府大阪市）
不動産販売事業

社員寮

土地・建物
214 －

632

(0.3)
－ 0 846 161

広島支店

（広島県広島市）
不動産販売事業

支店 

土地・建物
189 0

393

(67.0)
－ 1 585 25

(2）国内子会社

  平成21年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

土地
(面積千
㎡)

リース資産 その他 合計

藤和那須リ

ゾート㈱

本社

（栃木県

那須郡）

不動産販売事業

その他事業

本社土地・

建物

遊園地施設

賃貸用土地

・建物

1,687 307
4,243

(2,252)
3 241 6,48479

藤和不動産

流通サービ

ス㈱

本社及び

営業所

（東京都

文京区

他）

仲介事業

その他事業

本社施設

営業所施設

賃貸用土地

・建物

1,340 －
2,208

(0.5)
－ 54 3,603312

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は器具備品、建設仮勘定、借地権の合計であります。なお、金額には消費税等を含ん

でおりません。

２．上記のほか、主要な賃借中の土地および建物等は以下のとおりであります。

 平成21年３月31日現在

会社名
事業所名

事業の種類別セグメントの
名称

設備の内容 面積（㎡）

藤和不動産㈱ 不動産販売事業 高槻藤ヶ丘（転貸住宅敷地） 4,788.11

 その他事業 東水工ビル他10件（転貸ビル等） 20,907.93

３．現在休止中の主要な設備はありません。

４．上記のほか、リース契約により使用しているコンピューター等がありますが、重要なものはありません。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は 343百万円でありますが、その所要

資金については、自己資金を充当する予定であります。

　重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。

(1）新設

会社名
事業所名

所在地
事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手および完了予定
完成後の
増加能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

藤和那須リ

ゾート㈱

栃木県那須

郡
その他事業

那須遊園地

施設
253 118自己資金 平成20年3月平成21年4月―

(2）改修

　特記すべき事項はありません。

(3）除却等

　特記すべき事項はありません。

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数および発行可能種類株式総数（株）

普通株式 655,000,000

Ａ種優先株式 8,333,000

Ｂ種優先株式 8,333,000

Ｃ種優先株式 16,667,000

Ｄ種優先株式 16,667,000

Ｅ種優先株式 20,000,000

計 725,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数
（株） 

（平成21年６月25日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 481,193,191 480,987,831非上場（注）１ （注）２,３

Ａ種優先株式 8,333,000 8,083,000非上場・非登録 （注）４,５,６,７

Ｂ種優先株式 8,333,000 8,333,000非上場・非登録 （注）５,６,７

Ｃ種優先株式 16,667,000 16,667,000非上場・非登録 （注）５,６,７

Ｄ種優先株式 16,667,000 16,667,000非上場・非登録 （注）５,６,７

Ｅ種優先株式 1,500,000 1,500,000非上場・非登録 （注）５,７

計 532,693,191 532,237,831 ― ―

　（注）１．当社は東京証券取引所市場第一部に上場しておりましたが、平成21年４月30日を効力発生日とする株式交換

により三菱地所株式会社の完全子会社となったため、平成21年４月23日付で上場廃止となりました。

　２．普通株式の単元株式数は500株であります。普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式であります。

　３．平成21年４月28日に自己株式205,360株を消却しております。

　４．平成21年４月28日に自己株式250,000株を消却しております。

　５．Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ種優先株式の単元株式数は500株であります。なお、会社法第322条第２項に規定する定款

の定めはありません。

　６．Ａ種優先株式のうち4,603,000株、Ｂ種優先株式のうち7,053,000株及びＣ・Ｄ種優先株式の全株式は現物出

資（借入金の株式化）によって発行されたものであります。

　７．優先株式の内容は次のとおりであります。
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項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式

発行株式数（株） ※１　8,333,000※２　8,333,000 16,667,000 16,667,000

発行価額 １株当たり600円

発行価額中資本に組入れ

ない額
１株当たり300円

項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式

１株当

たりの

優先配

当

計算方法 優先配当金の額は、発行価額（600円）にそれぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗じ

て算出した額とする。優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨

五入する。

 ※３　配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋1.00％

上限 年60円

累積条項 非累積型

参加条項 非参加型

優先中間配当 なし

償還（取得と引換えに金

銭を交付することをい

う。以下同じ。）請求権

償還請求権を有しない。 Ｄ種優先株式を有す

る株主は、当社に対

し、平成35年以降、毎

年７月１日から７月

31日までの期間にお

いて、Ｄ種優先株式の

一部又は全部の償還

を請求することがで

きる。当社は、この請

求がなされた場合に

は、その直前の事業年

度の繰越利益剰余金

が200億円を超えてい

ることを条件に、当該

繰越利益剰余金の２

分の１の金額を限度

とし、Ｄ種優先株式の

償還を行うものとす

る。当社は、Ｄ種優先

株式の償還請求後

２ヵ月以内に、Ｄ種優

先株式の償還手続を

終了させるものとし、

償還の対価としてＤ

種優先株式１株につ

き600円を支払うもの

とする。なお、償還請

求の総額が、上記の償

還のための限度額を

超える場合は、抽選そ

の他の方法により償

還すべきＤ種優先株

式を決定する。

転換請

求権

転換（取得と引

換えに当社の普

通株式を交付す

ることをいう。

以下同じ。）を

請求し得べき期

間

平成20年４月１日～

平成26年３月31日

平成20年４月１日～

平成39年３月31日

平成22年４月１日～

平成41年３月31日

平成27年４月１日～

平成44年３月31日
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項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式

 

転換価額（円） ※４         45※５　　　　142 平成22年４月１日に

おける時価

上記時価とは、平成

22年４月１日に先立

つ45取引日目に始ま

る30取引日の東京証

券取引所における当

社の普通株式の普通

取引の毎日の終値

（気配表示を含

む。）の平均値（終

値のない日数を除

く。）とし、その計算

は円位未満小数第１

位まで算出し、その

小数第１位を切り上

げる。

平成27年４月１日に

おける時価

上記時価とは、平成27

年４月１日に先立つ

45取引日目に始まる

30取引日の東京証券

取引所における当社

の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気

配表示を含む。）の平

均値（終値のない日

数を除く。）とし、そ

の計算は円位未満小

数第１位まで算出し、

その小数第１位を切

り上げる。

 

転換価額の修正 転換価額は、平成21

年４月１日以降平成

25年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。

転換価額は、平成21

年４月１日以降平成

38年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。

転換価額は、平成23

年４月１日以降平成

40年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。

転換価額は、平成28年

４月１日以降平成43

年４月１日までの毎

年４月１日（以下そ

れぞれ「転換価額修

正日」という。）にお

ける時価に修正され

るものとする。

  

転換価額は当該転換価額修正日以降翌年の転換価額修正日の前日（又は転換請求期間の終

了日）までの間、当該時価に修正される。但し、当該時価が当初転換価額の80％（以下「下限

転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該時

価が当初転換価額の100％（以下「上限転換価額」という。）を上回るときは、修正後転換価

額は上限転換価額とする。但し、転換価額が転換価額修正日までに、下記転換価額の調整によ

り調整された場合には、下限転換価額及び上限転換価額についても同様の調整を行うものと

する。

  

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取

引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切

り上げる。
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項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式

 

転換価額の調整 Ａ．各種優先株式発行後次の①ないし③のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定

める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。

    既発行

普通株式数 
＋

新規発行

普通株式数 
×

１株当たり

払込金額

調整後

転換価額 
＝

調整前

転換価額 
×

１株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数 

①転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自

己株式を処分する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のた

めの株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は

転換価額調整式における新規発行普通株式数に算入される。

②株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株

主割当日がある場合はその翌日以降、これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組み

入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取

締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日

以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当

可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。

③転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式への新株予約権又は転換

請求権を行使できる証券を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券の発行日に、又は募

集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行された証券の当該普通株式への

新株予約権又は転換請求権が全額行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降又はその

割当日の翌日以降これを適用する。

Ｂ．上記Ａ①ないし③に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により

転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更され

る。

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（但し、

上記Ａ②但し書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を切り上げる。

Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において

有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日があ

る場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヵ月前の

日における当社の発行済普通株式数とする。

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を

切り上げる。

 

転換により交付

すべき普通株式

数

各種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

転換により交付すべき

普通株式数 
＝

優先株主が転換請求のために提出し

た各種優先株式の発行価額総額
÷ 転換価額

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式

強制転換条項 当社は、転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった各優先株式を、同期間の末日の翌

日（以下「強制転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定める日をもって取

得し、これと引換えに、優先株式１株の払込金相当額を強制転換基準日に先立つ45取引日目

に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気

配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式を交

付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上

げる。この場合該当平均値が下限転換価額を下回るときは、優先株式１株の払込金相当額を

下限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。

また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、優先株式１株の払込金相当額を上限転換

価額で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、転換価額が強制転換基準日までに

上記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額について

も同様の調整を行うものとする。上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端数が生

じたときは、会社法第234条に従いこれを取扱う。

残余財産の分配 普通株式に先立ち、１株につき600円を支払う。それ以外の残余財産の分配は行わない。
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項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式

議決権　　※６ 議決権を有しない。

ただし、平成20年４

月１日以降Ａ種優先

株主が優先的配当全

額を受ける旨の議案

が定時株主総会に提

出されないときはそ

の総会より、その議

案が定時株主総会に

おいて否決されたと

きはその総会の終結

の時より優先的配当

全額を受ける旨の決

議がある時まで、議

決権を有する。

議決権を有しない。

併合または分割 法令に別段の定めがある場合を除き、行わない。

新株の割当てを受ける権

利等

新株の割当てを受ける権利または新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける

権利を与えない。

優先順位 各種優先株式相互の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

※１　Ａ種優先株式の発行株式数は当初8,333,000株であり、第１四半期会計期間中に転換請求により取得した3,730,000

株について、平成20年７月17日開催の取締役会決議に基づき、平成20年８月１日に消却したことにより4,603,000株

となりましたが、平成21年２月５日開催の取締役会決議に基づく平成21年２月20日実施の第三者割当増資により

3,730,000株を発行した結果、事業年度末現在8,333,000株となっております。なお、平成21年４月28日に自己株式

250,000株を消却したため、提出日現在8,083,000株となっております。

※２　Ｂ種優先株式の発行株式数は当初8,333,000株であり、第１四半期会計期間中に転換請求により取得した1,280,000

株について、平成20年７月17日開催の取締役会決議に基づき、平成20年８月１日に消却したことにより7,053,000株

となりましたが、平成21年２月５日開催の取締役会決議に基づく平成21年２月20日実施の第三者割当増資により

1,280,000株を発行した結果、事業年度末現在8,333,000株となっております。

※３　「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」は、その適用される事業年度毎に当該事業年度内の４月１日および10月１日

（それぞれ当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点の午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・イン

ター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会によって公表される数値の平均値

を指すものとします。ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が上記の各日において公表されない場合には、同日

（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるスクリーン・ページに表示されるロンド

ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協

会（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）に

代えて用いるものとします。

※４　Ａ種優先株式の当初転換価額は56円でありましたが、平成17年３月22日に普通株式の第三者割当増資を実施したこ

とに伴い46円に調整され、平成21年２月20日に普通株式、Ａ種優先株式およびＢ種優先株式の第三者割当増資を実

施したことに伴い平成21年２月21日以降45円に調整されております。
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※５　Ｂ種優先株式の当初転換価額は146円でありましたが、平成21年２月20日に普通株式、Ａ種優先株式およびＢ種優先

株式の第三者割当増資を実施することに伴い平成21年２月21日以降142円に調整されております。

※６　剰余金の配当および残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、株主総会にお

ける議決権を有しないこととしております。
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項目 Ｅ種優先株式

発行株式数（株） ※１  1,500,000

発行価額 １株当たり600円

発行価額中資本に組入れ

ない額
１株当たり300円

１株当

たりの

優先配

当

計算方法 優先配当金の額は、発行価額（600円）にそれぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗じ

て算出した額とする。優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨

五入する。

 ※２　　配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋10.00％

上限 年72円

累積条項 累積型

参加条項 非参加型

優先中間配当 なし
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項目 Ｅ種優先株式

転換請

求権

転換請求権の確

定条件

以下の何れかの条件が充たされた日以降、同日以降残存するＥ種優先株式のすべてとの関

係で行使可能となる。

①平成21年９月１日において、平成21年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数（累

計）が、平成21年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の５分の１以下

であること。

②平成22年９月１日において、平成22年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数（累

計）が、平成22年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の３分の１以下

であること。

③平成23年９月１日において、平成23年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数（累

計）が、平成23年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の２分の１以下

であること。

④平成24年９月１日において、平成24年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数（累

計）が、平成24年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の３分の２以下

であること。

⑤Ｅ種優先株式の払込期日の翌日の時点における当社の発行済み普通株式数の２分の１に

相当する数（累計）の普通株式が、当該払込期日の翌日以降に発行されたこと（当該払込

期日の翌日より前に発行済みの新株予約権若しくは新株予約権付社債に係る新株予約権の

行使又は転換請求権の行使によるものを除く。）

⑥累計で、Ｅ種優先株式の払込期日の翌日の時点における当社の発行済み普通株式数の２

分の１に相当する数の普通株式数を当初の目的とするような新株予約権または転換請求権

を含む有価証券が発行されたこと。

 転換価額（円） ※３　51

 

転換価額の修正

 

転換価額は、確定日以降平成24年３月１日までの毎年３月１日および９月1日（以下、それ

ぞれ「転換価額修正日」という。）における時価に0.9を乗じた価額に修正されるものと

し、転換価額は当該転換価額修正日以降次回の転換価額修正日の前日までの間、当該修正後

の価額に修正される。ただし、算出された価額が当初転換価額の60％相当額（以下「下限転

換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、算出され

た価額が当初転換価額の100％相当額（以下「上限転換価額」という。）を上回るときは、

修正後の転換価額は上限転換価額とする。転換価額が転換価額修正日までに、下記転換価額

の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても同様の調

整を行うものとする。

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券

取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3

位を切り上げる。ただし、当社の普通株式が確定日または転換価額修正日に先立って東京証

券取引所において上場廃止された場合には、当社の普通株式の上場廃止の日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終

値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とし、その計算は円位未満小数

第３位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。
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項目 Ｅ種優先株式

 

転換価額の調整

 

Ａ．Ｅ種優先株式発行後次の①ないし③のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に

定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。

    既発行

普通株式数 
＋

新規発行

普通株式数 
×

１株当たり

払込金額

調整後

転換価額 
＝

調整前

転換価額 
×

１株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数 

①転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る払込金額または処分価額をもって、

普通株式を発行または当社が有する普通株式（以下「自己株式」という。）を処分する場

合（ただし、株式の分割、転換請求権付株式の転換または新株予約権の行使による場合を除

く。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場

合はその日の翌日以降これを適用する。なお、自己株式の処分の場合には、転換価額調整式

における「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たり払込金額」は「１

株当たり処分価額」とそれぞれ読替える。

②株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株

主割当日がある場合はその翌日以降、株式分割のための株主割当日がない場合は、当社の取

締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。ただし、配

当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割によ

り普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議

をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調

整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日

以降、これを適用する。

③転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る価額をもって普通株式への新株予約

権または転換請求権を行使できる有価証券を発行または処分する場合、調整後の転換価額

は、その有価証券の発行日若しくは処分の日に、または募集のための株主割当日がある場合

はその日の終わりに、発行された有価証券の普通株式への新株予約権または転換請求権が

全額行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降またはその割当日の翌日以降これを

適用する。

Ｂ．上記Ａ①ないし③に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等によ

り転換価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が適当と判断する転換価額に調

整される。

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、

上記Ａ②ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京

証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数

第１位を切り上げる。

Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日におい

て有効な転換価額とする。また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当

日がある場合はその日（ただし、株式の分割を行うための当社の取締役会において株主割

当日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合は、その日）、また、株主割当日がない

場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数（当

該新規発行分は含まれない。）とする。

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を

切り上げる。

Ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未

満にとどまるときは、転換価額の調整は行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要と

する事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代

えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。
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項目 Ｅ種優先株式

 

転換により交付

すべき普通株式

数

 

Ｅ種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

転換により交付すべき

普通株式数 
＝

Ｅ種優先株主が転換請求のために提

出したＥ種優先株式の発行価額総額

に転換請求権が発生する日の前日に

おける当該Ｅ種優先株式にかかるＥ

種優先株式累積未払配当金相当額を

加算した金額

÷ 転換価額

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

強制転換条項 当社は、平成25年３月31日までに償還されずかつ普通株式に転換されなかったＥ種優先株

式を、その翌日（以下「強制転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定める日

をもって取得し、これと引換えに、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額を強制転換基準日に先

立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数

の普通株式を交付する。平均値の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位

を切り上げる。ただし、当該平均値が下限転換価額を下回るときは、Ｅ種優先株式１株の払

込金相当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。

また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額を上限

転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、転換価額が強制転換基準日まで

に上記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額につ

いても同様の調整を行うものとする。上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端

数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取扱う。

償還請求権 Ｅ種優先株主は、平成18年３月31日に終了する事業年度以降平成23年３月31日に終了する

事業年度までの各事業年度の終了後直後に到来する７月１日から７月31日までの期間（以

下「償還請求可能期間」という。）において、当社の直前の事業年度の繰越利益剰余金にそ

の他資本剰余金および任意積立金を加算した金額が10億円を超えている場合、当該金額の

70％相当額から、当社が当該償還請求がなされた事業年度においてその発行している優先

株式の買受けまたは強制償還を既に行ったかまたは行う決定を行った分の価額（上限を決

定した場合にはその上限額とする。）の合計額を控除した残額（以下「償還可能限度額」

という。）を限度として、Ｅ種優先株式の全部または一部の償還請求をすることができる。

当社は、償還請求可能期間満了の日から１ヶ月以内に法令の定めに従い、償還手続きを行う

ものとする。ただし、前記限度額を超えてその発行している優先株式の株主（以下「優先株

主」という。）からの償還請求があった場合、各優先株主が償還請求を行った株式数による

あん分比例の方式により決定し（ただし、各優先株主毎にあん分比例の方式による計算の

結果生ずることとなる１株未満の端数については、切捨てた数とする。）、あん分比例の方

式により決定できない残余分については償還請求可能期間経過後において実施する抽選そ

の他の方法により決定する。また、償還価額は、１株につき600円にＥ種優先株式累積未払配

当金相当額を加えた金額とする。

項目 Ｅ種優先株式

強制償還条項 当社は、平成19年８月１日以降の毎年８月１日から８月31日の期間内において、以下に定め

る金額を限度として、Ｅ種優先株式の全部または一部を強制償還することができる。なお、

一部償還をするときは各Ｅ種優先株主が有するＥ種優先株式の株式数によるあん分比例の

方式により行い、あん分比例の方式により決定できない部分については抽選その他の方法

により行う。償還価格は１株につき600円にＥ種優先株式累積未払配当金相当額および経過

配当金相当額を加算した額とする。上記「経過配当金相当額」とはＥ種優先配当金の額を、

償還日の属する事業年度の実日数に対する初日から償還日までの実経過日数（初日および

償還日を含む。）の割合で日割計算した額として、その計算は円位未満小数第３位まで算出

し、その小数第３位を四捨五入する。

①平成19年８月１日から平成19年８月31日までの期間

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還されたＥ種優先株式の償還価額

の総額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、３分の１相当額を限度とする。

②平成20年８月１日から平成20年８月31日までの期間

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還されたＥ種優先株式の償還価額

の総額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、半額相当額を限度とする。

③平成21年８月１日以降、毎年８月１日から８月31日までの期間

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還されたＥ種優先株式の償還価額

の総額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、全額相当額を限度とする。
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項目 Ｅ種優先株式

残余財産の分配 普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、１株につき600円およびＥ種優先株式累積未

払配当金相当額を支払う。それ以外の残余財産の分配は行わない。

議決権　　※４ 議決権を有しない。

併合または分割 法令に別段の定めがある場合を除き、行わない。

新株の割当てを受ける権

利等

新株の割当てを受ける権利または新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける

権利を与えない。

優先順位 配当を行う金額が、各種優先株式の発行に際してそれぞれ決定された１株当たりの優先配

当金（以下「各種優先株式優先配当金」という。ただし、Ｅ種優先株式については、Ｅ種優

先配当金にＥ種優先株式累積未払配当金を合算した金額とする。）に現存する各種優先株

式の株式数を乗じて得られた金額の総合計額に満たない場合は、各種優先株式について支

払う１株当たりの優先配当額が各種優先株式優先配当金に比例する方法により優先配当を

行う。また、残余財産の分配可能額が、各種優先株式の定款に規定された１株当たりの残余

財産分配額に現存する各種優先株式の株式数を乗じて得られた金額の総合計額に満たない

場合は、各種優先株式について支払う１株当たりの分配額が各種優先株式の定款に規定さ

れた１株当たりの残余財産分配額に比例する方法により分配を行う。

※１．Ｅ種優先株式の発行株式数は当初20,000,000株でありましたが、平成19年６月21日開催の取締役会決議に基づき、

平成19年８月１日に7,610,000株を取得し消却したこと、および平成20年６月19日開催の取締役会決議に基づき、

平成20年８月１日に10,890,000株を取得し消却したことにより1,500,000株となっております。

※２．「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」は、その適用される事業年度毎に当該事業年度内の４月１日および10月１日

（それぞれ当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点の午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・イン

ター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会によって公表される数値の平均値

を指すものとします。ただし、日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が上記の各日において公表されない場合には、同日

（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるスクリーン・ページに表示されるロンド

ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行

協会（ＢＢＡ）によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）

に代えて用いるものとします。

※３. 平成21年２月20日に普通株式の第三者割当増資を実施したことに伴い、転換価額は51円となりました。 

※４. 剰余金の配当および残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、株主総会に

おける議決権を有しないこととしております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成17年３月22日

（注）１
73,827 181,25812,459,24030,041,24012,459,24027,459,240

平成17年４月23日

（注）２
－ 181,258△17,400,00012,641,240△14,950,00012,509,240

平成17年６月29日

（注）３
－ 181,258 － 12,641,240△12,459,24050,000

平成19年８月１日

（注）４
△7,610 173,648 － 12,641,240 － 50,000

平成20年１月７日

（注）５
42,735 216,3834,999,99517,641,2354,999,9955,049,995

平成20年４月１日～

平成20年４月30日 

（注）６

53,912 270,296 － 17,641,235 － 5,049,995

平成20年８月１日

（注）７
△15,900 254,396 － 17,641,235 － 5,049,995

平成20年９月１日～

平成20年９月30日 

（注）８

130 254,526 － 17,641,235 － 5,049,995

平成20年11月１日～

平成20年11月30日 

（注）８

1,956 256,483 － 17,641,235 － 5,049,995

平成21年２月20日

（注）９
275,010 531,4939,465,98527,107,2209,465,98514,515,980

平成21年３月１日～

 平成21年３月31日

（注）10

1,200 532,693 － 27,107,220 － 14,515,980

　（注）１．第三者割当による増資

（１）普通株式　　　　　53,827,000株

発行価額　　　１株当たり240円

資本組入額　　１株当たり120円

割当先　　　　三菱地所株式会社　　　　　　　37,161,000株

日立キャピタル株式会社　　　　 8,332,000株

大阪瓦斯株式会社　　　　　　　 4,167,000株

株式会社東電ホームサービス　　 4,167,000株

（２）Ｅ種優先株式　　　20,000,000株

発行価額　　　１株当たり600円

資本組入額　　１株当たり300円

割当先　　　　東京海上日動火災保険株式会社 　8,330,000株

三菱地所株式会社　　　　　　 　6,670,000株

日立キャピタル株式会社　　　 　5,000,000株

２．資本金の減少は無償減資によるものであります。

資本準備金の減少は、欠損填補9,745百万円およびその他資本剰余金への振替5,204百万円によるものであり

ます。

３．資本準備金の減少は欠損金填補によるものであります。

４．Ｅ種優先株式の取得、消却による減少であります。

５．第三者割当による増資　　42,735,000株（普通株式）

発行価額　　　１株当たり234円

資本組入額　　１株当たり117円

割当先　　　　三菱地所株式会社　　　　　　　42,735,000株

６．Ａ種およびＢ種優先株式の転換請求権の行使による普通株式の増加によるものであります。

７．転換請求権の行使により自己株式となったＡ種およびＢ種優先株式の消却ならびにＥ種優先株式の取得、消

却による減少であります。

８．Ａ種優先株式の転換請求権の行使による普通株式の増加によるものであります。
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９．第三者割当による増資

（１）普通株式　　　　　270,000,000株

発行価額　　　１株当たり57円

資本組入額　　１株当たり28.5円

割当先　　　　三菱地所株式会社　　　　　　 270,000,000株 

（２）Ａ種優先株式　　　　3,730,000株

発行価額　　　１株当たり801円

資本組入額　　１株当たり400.5円

割当先　　　　三菱地所株式会社　　　　　　　 3,730,000株 

（３）Ｂ種優先株式　　　　1,280,000株

発行価額　　　１株当たり433円

資本組入額　　１株当たり216.5円

割当先　　　　三菱地所株式会社　　　　　　　 1,280,000株

10．Ａ種優先株式の転換請求権の行使による普通株式の増加によるものであります。

11．平成21年４月28日に自己株式455,360株の消却を実施したことにより発行済株式総数残高は532,237,831株

となりました。

 

（５）【所有者別状況】

①普通株式

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 32 41 248 48 9 12,43312,811－

所有株式
（単元）

－ 20,887 2,547 809,214 9,629 621 118,753961,651367,691

所有株式数の
割合（％）

－ 2.17 0.27 84.15 1.00 0.06 12.35 100.00－

　（注）１．自己株式 203,452株は「個人その他」に 406単元および「単元未満株式の状況」に 452株含めて記載し

ました。なお、自己株式 203,452株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成21年３月31日現在の実保有

残高は、202,952株であります。

 

②Ａ種優先株式

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 1 － 3 1 － 3 8 －

所有株式数
（単元）

－ 1,800  － 13,366 680 － 820 16,666　－  

所有株式数の
割合（％）

－ 10.80 － 80.20 4.08 － 4.92 100.00－

　（注）１．自己株式 250,000株は「個人その他」に 500単元を含めて記載しました。
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③Ｂ種優先株式

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 1 1 1 1 － － 4 －

所有株式数
（単元）

－ 10,486 1,880 2,560 1,740 － － 16,666－

所有株式数の
割合（％）

－ 62.92 11.28 15.36 10.44 － － 100.00－

 

④Ｃ種優先株式

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 1 － － － 1 －

所有株式数
（単元）

－ － － 33,334 － － － 33,334－

所有株式数の
割合（％）

－ － － 100.00 － － － 100.00－

⑤Ｄ種優先株式

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 1 － － － 1 －

所有株式数
（単元）

－ － － 33,334 － － － 33,334－

所有株式数の
割合（％）

－ － － 100.00 － － － 100.00－

 

⑥Ｅ種優先株式

 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数500株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 1 －  2 － － － 3 －

所有株式数
（単元）

－ 1,249 － 1,750 － － － 2,999 　500　　

所有株式数の
割合（％）

－ 41.65 　　－ 58.35 － － － 100.00－
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（６）【大株主の状況】

①普通株式

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 382,504     79.49

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２－15－12 6,332 1.31　

 木本　新喜 兵庫県川西市緑台 4,350 0.90

大阪瓦斯株式会社 大阪府大阪市中央区平野町４－１－２ 　4,167 0.86

 株式会社東電ホームサービス　 東京都港区西新橋１－１－15 4,167 0.86

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社(信託口4Ｇ)

東京都中央区晴海１－８－11 2,762 0.57

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,396 0.49

山佐産業株式会社 岡山県新見市高尾３６２－１ 1,956 0.40

ユービーエス　エージー　ロン
ドン　アカウント　アイピー
ビー　セグリゲイテッド　クラ
イアント　アカウント

ＡＥＳＣＨＥＮＶＯＲＳＴＡＤＴ　４８　Ｃ
Ｈ－４００２　ＢＡＳＥＬ　ＳＷＩＴＺＥＲ
ＬＡＭＤ

　1,857 0.38

(常任代理人　シティバンク銀
行株式会社) 

(東京都品川区東品川２－３－14
シティグループセンター)

        

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社(信託口)　　　　
　　　　　

東京都中央区晴海１－８－11 1,792 0.37

計 ─ 412,286 85.63

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は2,762

千株であります。

２. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は1,792千株

であります。

３．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、普通株式におけるものであります。

４．平成20年５月21日付にてゴールドマン・サックス証券株式会社及びその共同保有者より株券等の大量保有報

告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができません

ので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書による平成20年５月15

日現在の株式保有状況は次の通りであります。

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

ゴールドマン・サックス証券株式会社
東京都港区六本木６－10－１
六本木ヒルズ森タワー

790 0.37

Goldman Sachs International
Peterborough Court，133Fleet
Street，London EC4A 2BB UK

5,050 2.33

Goldman Sachs Asset Management,L.P.
32 Old Slip, New York,
New York,10005 U.S.A.

2,589 1.20

Goldman Sachs & Co.
85 Broad Street, New York,
New York 10004, U.S.A.

0 0.00

ゴールドマン・サックス・アセット・マネ
ジメント株式会社

東京都港区六本木６－10－１
六本木ヒルズ森タワー

2,130 0.98

計 ─ 10,561 4.88
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５．平成20年５月22日付にてモルガン・スタンレー証券株式会社及びその共同保有者より株券等の大量保有報告

書の変更報告書が提出されておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんの

で上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書による平成20年５月15日

現在の株式保有状況は次の通りであります。

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

モルガン・スタンレー証券株式会社
東京都渋谷区恵比寿４－２０－３
恵比寿ガーデンプレイスタワー

 3,752  1.39

Morgan Stanley ＆ Co.
Incorporated

1585 Broadway, New York, NY 10036 380  0.14

Morgan Stanley ＆ Co.
International PLC

25 Cabot Square Canary Wharf
London E14 4QA U.K.

 2,488  0.92

計 ―  6,621  2.45

 

６．平成20年６月２日付にて株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者より株券等の大量保有報告書の変

更報告書が提出されておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので上記

大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書による平成20年５月26日現在の

株式保有状況は次の通りであります。

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 7,639 2.83

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 2,809 1.04

計 ─ 10,449 3.87

 

 

②Ａ種優先株式

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 6,473 77.67

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社

東京都中央区晴海１－８－１１ 900 10.80

ゴールドマン・サックス・イ
ンターナショナル

133　FLEET　STREET LONDON　EC4A 2BB, U.K340 4.08

(常任代理人ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

(東京都港区六本木６－１０－１

六本木ヒルズ森タワー)　　　　　　　　
        

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲２－３－１３ 250 3.00

株式会社オリンピア 東京都台東区上野２－１１－７ 200 2.40

計 ─ 8,163 97.95
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③Ｂ種優先株式

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 5,243 62.92

三菱地所株式会社    東京都千代田区大手町１－６－１ 1,280 15.36

モルガン・スタンレー証券株
式会社

東京都渋谷区恵比寿４－20－３
恵比寿ガーデンプレイスタワー

940 11.28

ゴールドマン・サックス・イ
ンターナショナル

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K870 10.44

(常任代理人ゴールドマン・
サックス証券株式会社)

(東京都港区６－10－１
六本木ヒルズ森タワー)

        

計 ─ 8,333 100.00

 

④Ｃ種優先株式

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 16,667 100.00

計 ─ 16,667 100.00

 

⑤Ｄ種優先株式

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 16,667 100.00

計 ─ 16,667 100.00

 

⑥Ｅ種優先株式

 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

東京海上日動火災保険株式会

社
東京都千代田区丸の内１－２－１ 624 41.65

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 500 33.35

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２－15－12 375 25.00

計 ─ 1,500 100.00
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式 51,499,500 －

「１(1)②発行済株式」

の「内容」の記載を参

照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 202,500

完全議決権株式（その他） 普通株式  480,623,000 961,246 －

単元未満株式
普通株式 367,691

－ －
優先株式 500

発行済株式総数 532,693,191 － －

総株主の議決権 － 961,246 －

②【自己株式等】

 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

藤和不動産株式会社
東京都中央区八重

洲２－３－13
202,500 － 202,500 0.04

計  202,500 － 202,500 0.04

（注）株主名簿上、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が 500株あります。

なお、当該株式は前記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。

 

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　　会社法第155条第１号に該当する優先株式の取得

会社法第155条第４号に該当する優先株式の取得

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第１号に基づくＥ種優先株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）
取締役会（平成20年６月19日）での決議状況
（取得期間　平成20年８月１日～平成20年８月31日）

10,890,000 (注)

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 10,890,000 6,774,015,599

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） － －

（注）6,534,000,000円に、経過配当相当額に10,890,000を乗じた額を加算した額。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第４号に基づくＡ種優先株式及びＢ種優先株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 5,260,000 －

当期間における取得自己株式 － －

（注）平成20年４月１日からのＡ種優先株式及びＢ種優先株式の普通株式への転換請求による、当該優先株式の取

得であります。

会社法第155条第7号に基づく普通株式の単元未満株式の買取請求による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 27,441 2,289,252

当期間における取得自己株式 2,784 148,713

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 15,900,0006,774,015,599455,36045,678,095

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － 376 20,409

その他
（単元未満株式の売渡請求による売渡）

14,660 1,314,954 －     －

保有自己株式数 452,952 － － －
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３【配当政策】

　当社は、株主の皆様の長期的かつ総合的な利益の向上を、経営の重要な課題に位置付けております。

　当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、株主

総会であります。

　当社は、平成19年３月期より普通株式１株当たり３円の配当を実施しております。しかし、当期（平成21年３月期）

の配当につきましては、経営実績に鑑み、誠に遺憾ながら普通株式およびＡ種、Ｂ種、Ｃ種、Ｄ種、Ｅ種の各優先株式に

つきましては無配とさせていただきます。

　内部留保資金の使途につきましては、財務体質の強化及び今後の事業展開に活用してまいります。 

 

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期
決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円） 435 852 959 648 147

最低（円） 183 324 485 111 36

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 75 69 66 62 57 54

最低（円） 44 50 49 53 40 36

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長兼社長

執行役員

 八木橋　孝男 昭和23年6月18日生

昭和48年４月三菱地所株式会社入社

平成７年６月 三菱地所住宅販売株式会社取締役法人営業

部長（現　三菱地所リアルエステートサー

ビス株式会社）

平成12年４月同社専務取締役

平成15年４月三菱地所株式会社執行役員

住宅開発事業本部パートナー事業部長 

平成17年６月同社常務執行役員不動産サービス事業部門

担当兼三菱地所住宅販売株式会社取締役社

長

(現　三菱地所リアルエステートサービス株

式会社） 

平成20年４月三菱地所株式会社専務執行役員兼三菱地所

リアルエステートサービス株式会社取締役

社長

平成21年３月当社代表取締役社長兼社長執行役員　　（現

任）

(注)1 －

代表取締役

副社長兼副

社長執行役

員 

経営企画部

・事業戦略

部管掌

内部監査室

・総務部・

人事部・法

務部・情報

開発部・経

理部担当 

石川　博史 昭和24年１月31日生

昭和46年４月三菱地所株式会社入社

平成10年１月同社ビル営業部長

平成12年４月同社企画本部人事企画部長

平成15年４月株式会社菱栄ビルマネジメント取締役副社

長（現　株式会社三菱地所プロパティマネ

ジメント）

平成16年４月同社取締役社長

平成20年６月当社取締役副社長

平成21年２月

平成21年３月　

　

当社代表取締役副社長

当社代表取締役副社長兼副社長執行役員

（現任）

(注)1 －

代表取締役

副社長兼副

社長執行役

員

首都圏事業

本部長 

西日本事業

本部長

技術部・お

客さま相談

室・アフ

ターサービ

スセンター

担当

瀬川　修 昭和25年２月28日生

昭和47年４月当社入社

平成３年４月 当社住宅本部関東支店第二営業部長  

平成５年１月 当社関東支店長 
平成10年４月当社首都圏本部東京営業部長 
平成12年４月当社首都圏販売事業部長

平成12年６月当社取締役

平成17年４月当社首都圏事業本部販売事業部長

平成18年４月当社常務取締役

平成18年４月

 

平成21年２月　

　　　

エフ・ティー都市開発株式会社代表取締役

社長（現任）

当社代表取締役副社長 

平成21年３月当社代表取締役副社長兼副社長執行役員

（現任）

(注)1 －

取締役

(非常勤) 
 興野　敦郎 昭和31年８月８日生

昭和54年４月三菱地所株式会社入社 

平成17年４月同社住宅事業本部開発業務部長 

平成19年４月　同社開発業務部長 

平成20年４月同社住宅企画業務部長（現任） 

平成21年３月当社取締役（現任）

(注)1 －

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（千株）

監査役

(常勤) 
 石森　進 昭和26年12月21日生

昭和49年４月三菱地所株式会社入社

平成15年４月株式会社ロイヤルパークホテル取締役 

平成15年６月同社常務取締役 

平成18年８月三菱地所株式会社監査役室長

平成21年６月当社常勤監査役（現任）

(注)2 －

監査役  三沢　清 昭和19年４月９日生

昭和38年４月三菱地所株式会社入社

平成12年４月同社監査役室長

平成16年４月三菱地所ホーム株式会社常勤監査役

平成16年６月三菱地所投資顧問株式会社監査役

平成17年６月当社監査役（現任）

(注)2 －

監査役  大草　透 昭和30年６月24日生

昭和55年４月三菱地所株式会社入社

平成20年４月同社経理部長（現任）

平成21年６月当社監査役（現任）

(注)2 －

    計   －

　（注）１．平成21年６月25日付の会社法第319条第１項の規程に基づく選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終
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のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。

２．平成21年６月25日付の会社法第319条第１項の規定に基づく選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。 

３. 当社では、経営を担う取締役と、業務執行を担う執行役員を区分することで役割を明確化し、三菱地所の経営

戦略と連動した円滑な経営の推進、経営の効率化等を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　執行役員は上記取締役執行役員(３名）のほか、次の８名であり、その担当業務は記載の通りであります。

　　専務執行役員　　石橋　享司　　　三菱地所藤和コミュニティ株式会社代表取締役社長

　　常務執行役員　　椿本　邦夫　　　藤和那須リゾート株式会社代表取締役社長

　　執行役員　　　　原　一史　　　　首都圏事業本部副本部長

　　執行役員　　　　中村　桂吾　　　西日本事業本部副本部長　首都圏事業本部ＳＤ企画部　事業開発部　　　　　住宅営業

部担当　　　

　　執行役員　　　　栢森　靖　　　　首都圏事業本部第二事業部長

　　執行役員　　　　鈴江　豊之　　　経理部長

　　執行役員　　　　長谷川　良裕　　西日本事業本部大阪支店長兼同支店プロジェクト調査室長 

　　執行役員　　　　奥本　信宏　　　経営企画部　事業戦略部担当　経営企画部新規事業開発室長 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の透明性・健全性・効率性の確保の観点から、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーの皆様の

信頼にお応えするため、そして社会に貢献していく企業を目指して、コーポレート・ガバナンスの整備・充実に取り

組んでおります。なお、平成21年４月30日付で当社は三菱地所株式会社の完全子会社となり、これに先立ち平成21年４

月23日付で当社の普通株式が東京証券取引所において上場廃止となりましたが、引き続き企業情報開示に努めてまい

ります。

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 業務執行・経営の監視・内部統制の仕組み

当社は、内部統制システムの構築・運用が重要な経営課題と認識しており、平成18年５月の会社法施行に伴い、取

締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について決議し、構築された内部統制システムが適切

に運用されているか、取締役会において監督し、必要に応じシステムの見直しを行っております。なお、当社は平成

21年３月30日より執行役員制度を導入し、経営を担う取締役と、業務執行を担う執行役員を区分し役割を明確化し、

三菱地所株式会社の経営戦略と連動した円滑な経営の推進、経営の効率化等を図っております。

　決議された内部統制システムの構築に関する基本方針に基づく経営組織の概要は、次のとおりであります。 

ⅰ）取締役会

取締役会は、原則として毎月１回以上開催し、重要な業務執行を決定しております。

取締役数は平成21年３月31日現在で４名であり、充分な議論のうえに的確な意思決定を行なうことができる構

成となっております。なお、当社の取締役は25名以内とする旨定款に定めておりましたが、平成21年４月30日付で

当社が三菱地所株式会社の完全子会社となったこと及び当社の事業規模等を考慮し、平成21年６月25日より10名

以内に改定しております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
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ⅱ）監査役会

監査役は社外監査役３名を含め４名であり、取締役会や経営会議などの重要な会議に出席するほか、当社の監

査を積極的に実施し、その業務執行の適法性、妥当性に関するチェックを行なうなど、監査体制の充実を図ってま

いりましたが、平成21年４月30日付で当社が三菱地所株式会社の完全子会社となったこと及び当社の事業規模等

を考慮し、平成21年６月25日付で会社法第319条第１項の規定に基づき監査役会を廃止しております。なお、同日

付で同条同項の規定に基づき、監査役４名の退任に伴い、新たに監査役３名を選任しております。

ⅲ）経営会議

経営会議は役付取締役を中心に構成し、経営トップの業務執行にあたって必要な答申を行なってまいりました

が、平成21年４月16日以降、執行役員７名を中心とした構成で原則月２回開催し、経営トップが個々のプロジェク

トに係る事項以外の業務執行にあたって的確かつ迅速な対応ができるよう必要な答申を行なっております。

ⅳ）プロジェクト審査会

平成21年４月16日以降、個々のプロジェクトに係る意思決定の迅速化等を目的に執行役員７名で構成するプロ

ジェクト審査会を原則週１回開催し、経営トップが個々のプロジェクトに係る業務執行にあたって的確かつ迅速

な対応ができるよう必要な答申を行なっております。

ⅴ）内部監査及び監査役監査、経営監査の状況 

当社は、内部統制の有効性を確保する観点から内部監査室(４名)を設置し、監査役監査との連携をとりながら

業務監査を計画的に実施し、監査結果を経営トップへ報告するとともに業務の改善指導を行なう体制を整備して

おります。

当社は、法令に基づく会計監査を実施しており、当社からの適正な情報提供により新日本有限責任監査法人が

監査業務を執行しております。また、監査役会は、監査の実効性を高めるため、同監査法人と定期的に意見交換を

行なってまいりましたが、上記ⅱに記載のとおり、平成21年６月25日付で会社法第319条第１項の規定に基づき監

査役会を廃止しております。

業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

指定有限責任社員　業務執行社員 杉山　義勝 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員 岡　　研三 新日本有限責任監査法人

（注）継続監査年数については、両名共に７年以内であるため、記載を省略しております。 

監査業務に関わる補助者の構成

　公認会計士８名　その他13名

ⅵ）グループ経営方針会議

当社は期初に藤和不動産グループの役職員を集め、当年度のグループ方針の周知・徹底、連携強化を図ってお

ります。

ⅶ）コンプライアンスの徹底

当社は法令遵守の徹底を図るために、法務部を設置し、法務、税務全般に関する社員への教育、指導を強化して

おります。また、「コンプライアンス委員会」の設置と「コンプライアンス規程」を制定し、役職員の教育、研修

を通じ指導しております。また、「リスク管理規程」を制定し、「リスク管理委員会」を設置してリスク管理体制

を構築しております。

ⅷ）株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって

自己株式を取得することができる旨定款に定めておりましたが、平成21年４月23日付で当社の普通株式が東京証

券取引所において上場廃止になったことに伴い、平成21年６月25日付で定款を変更し自己株式の取得の規定およ

び単元株式に係る規定を削除しております。
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ⅸ）株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議について、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款

に定めております。

ⅹ）優先株式の議決権

Ａ種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の株式の内容との関係

から、当社株主総会における議決権がありません。ただし、平成20年４月１日以降、Ａ種優先株主が優先的配当を

受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決され

たときはその総会の終結の時より優先的配当を受ける旨の決議がある時まで、議決権を有するものとしていま

す。

Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式およびＥ種優先株式は、剰余金の配当および残余財産の分配につい

て普通株式に優先すること等の株式の内容との関係から、当社株主総会における議決権がありません。

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　当社は、現在のところ、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役に関して特記すべき事項はございませ

ん。なお、平成21年６月25日付で会社法第319条第１項の規定に基づき選任された３名の監査役は何れも社外監査役

ではございません。

③ 役員報酬の内容

　当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。

 取締役に支払った報酬 161百万円 

 監査役に支払った報酬 42百万円 

 計 203百万円 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － － 64 2

連結子会社 － － 11 －

計 － － 75 2

 

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

  当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制の整備・

運用・評価等にかかる助言・指導業務であります。

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月

31日まで）の連結財務諸表および前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について

は東陽監査法人により監査を受け、また、当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結財

務諸表および当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表については新日本有限責任監

査法人により監査を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

前連結会計年度および前事業年度　　東陽監査法人

当連結会計年度および当事業年度　　新日本有限責任監査法人

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

名称　新日本監査法人 

(2) 異動の年月日

平成20年６月27日

　なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法人となっ

ております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 70,708 45,574

受取手形及び営業未収入金 899 733

販売用不動産 ※2
 167,214

※2
 56,195

仕掛販売用不動産 － ※2
 117,427

開発用不動産 － ※2
 638

その他のたな卸資産 86 89

繰延税金資産 7,076 506

その他 5,516 5,506

貸倒引当金 △37 △5

流動資産合計 251,464 226,666

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2
 13,731

※2
 14,167

減価償却累計額 △8,842 △8,894

建物及び構築物（純額） 4,889 5,273

機械装置及び運搬具 ※2
 2,472

※2
 2,327

減価償却累計額 △2,104 △2,019

機械装置及び運搬具（純額） 367 308

工具、器具及び備品 1,475 1,416

減価償却累計額 △1,134 △1,156

工具、器具及び備品（純額） 340 260

土地 ※2
 27,993

※2
 28,468

建設仮勘定 11 118

その他 － 4

減価償却累計額 － △0

その他（純額） － 3

有形固定資産合計 33,602 34,432

無形固定資産

借地権 ※2
 32

※2
 32

その他 99 195

無形固定資産合計 131 228

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2
 905 115

長期貸付金 126 112

破産更生債権等 139 231

差入保証金 3,794 3,689

繰延税金資産 3,029 －

その他 232 1,787

貸倒引当金 △616 △1,359

投資その他の資産合計 7,611 4,576

固定資産合計 41,346 39,236

資産合計 292,810 265,902
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 39,238 34,764

短期借入金 ※3
 42,281

※3
 86,523

1年内償還予定の社債 10,000 －

コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000

未払法人税等 242 87

未払消費税等 369 －

前受金 1,671 20,877

預り金 10,347 7,464

賞与引当金 641 523

その他 2,970 4,091

流動負債合計 117,762 164,331

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 ※3
 109,916

※3
 64,371

長期預り保証金 1,438 1,503

退職給付引当金 1,449 1,439

役員退職慰労引当金 178 228

負ののれん 5 2

その他 1 76

固定負債合計 132,991 87,622

負債合計 250,753 251,953

純資産の部

株主資本

資本金 17,641 27,107

資本剰余金 9,769 14,515

利益剰余金 14,679 △27,623

自己株式 △46 △45

株主資本合計 42,043 13,953

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 14 △4

評価・換算差額等合計 14 △4

純資産合計 42,057 13,949

負債純資産合計 292,810 265,902
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業収入 162,750 111,428

営業原価 125,599 ※1
 110,677

売上総利益 37,150 751

販売費及び一般管理費

販売費 ※2
 20,389

※2
 19,527

一般管理費 ※2
 3,971

※2
 3,800

営業利益又は営業損失（△） 12,789 △22,577

営業外収益

受取利息 70 48

受取配当金 2 1

負ののれん償却額 112 2

持分法による投資利益 231 228

雑収入 119 90

営業外収益合計 536 371

営業外費用

支払利息 3,650 3,768

コマーシャル・ペーパー利息 13 167

シンジケートローン手数料 28 629

雑損失 369 466

営業外費用合計 4,062 5,031

経常利益又は経常損失（△） 9,263 △27,237

特別利益

前期損益修正益 245 0

投資有価証券売却益 － 5,363

移転補償金 285 －

その他 20 8

特別利益合計 550 5,373

特別損失

前期損益修正損 0 79

投資有価証券評価損 － 7

固定資産除却損 ※3
 59

※3
 20

貸倒引当金繰入額 6 －

たな卸資産評価損 2,595 1,747

不動産売買契約解除損 － 4,991

過年度役員退職慰労引当金繰入額 144 61

減損損失 ※4
 814 －

会計処理変更に伴う過年度販売直接費 2,619 －

その他 99 31

特別損失合計 6,339 6,939

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

3,473 △28,804

法人税、住民税及び事業税 208 25

法人税等調整額 △2,371 9,608

法人税等合計 △2,162 9,634

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 12,641 17,641

当期変動額

新株の発行 4,999 9,465

当期変動額合計 4,999 9,465

当期末残高 17,641 27,107

資本剰余金

前期末残高 9,501 9,769

当期変動額

新株の発行 4,999 9,465

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 △4,731 △4,718

当期変動額合計 267 4,746

当期末残高 9,769 14,515

利益剰余金

前期末残高 11,019 14,679

当期変動額

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438

自己株式の処分 － △1

自己株式の消却 － △2,055

当期変動額合計 3,659 △42,302

当期末残高 14,679 △27,623

自己株式

前期末残高 △40 △46

当期変動額

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 2 3

自己株式の消却 4,731 6,774

当期変動額合計 △6 1

当期末残高 △46 △45

株主資本合計

前期末残高 33,121 42,043

当期変動額

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 8,921 △28,089

当期末残高 42,043 13,953
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 57 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△43 △19

当期変動額合計 △43 △19

当期末残高 14 △4

評価・換算差額等合計

前期末残高 57 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△43 △19

当期変動額合計 △43 △19

当期末残高 14 △4

純資産合計

前期末残高 33,179 42,057

当期変動額

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,636 △38,438

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 △19

当期変動額合計 8,877 △28,108

当期末残高 42,057 13,949
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

3,473 △28,804

減価償却費 459 474

株式交付費 117 350

減損損失 814 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △641 711

退職給付引当金の増減額（△は減少） △147 △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 178 49

受取利息及び受取配当金 △73 △49

支払利息 3,664 3,935

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,363

投資有価証券評価損益（△は益） － 7

固定資産除却損 51 20

固定資産売却損益（△は益） △5 △0

前期損益修正損益（△は益） △232 64

不動産売買契約解除損 － 4,991

たな卸資産評価損 2,595 1,747

会計処理変更に伴う過年度販売直接費 2,619 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 31 △118

持分法による投資損益（△は益） △231 △228

売上債権の増減額（△は増加） △213 166

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,428 △13,811

仕入債務の増減額（△は減少） 1,840 △4,473

前受金の増減額（△は減少） △17,319 19,206

預り金の増減額（△は減少） 5,809 △2,883

立替金の増減額（△は増加） △1,027 1,655

差入保証金の増減額（△は増加） 208 105

預り保証金の増減額（△は減少） △501 64

その他 5,498 △2,899

小計 △27,459 △25,088

利息及び配当金の受取額 73 49

利息の支払額 △3,612 △3,974

法人税等の支払額 △193 △152

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,191 △29,166
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △377 △864

有形及び無形固定資産の売却による収入 28 0

投資有価証券の売却による収入 － 6,350

貸付けによる支出 △43 △52

貸付金の回収による収入 61 65

その他 △134 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △466 5,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △368 4,451

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 10,000 －

長期借入れによる収入 81,176 59,298

長期借入金の返済による支出 △67,360 △65,052

自己株式の取得による支出 △4,740 △6,776

社債の発行による収入 20,000 －

社債の償還による支出 － △10,000

株式の発行による収入 9,882 18,580

配当金の支払額 △1,976 △1,807

その他 1 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,614 △1,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,956 △25,133

現金及び現金同等物の期首残高 55,749 70,705

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 70,705

※
 45,571
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数３社 (1）連結子会社の数３社

 主要な連結子会社名は、「第１企業の

概況　４．関係会社の状況」に記載し

ているため、省略いたしました。

連結子会社でありました藤和住販㈱

は、平成19年7月31日に解散決議を行

い、平成20年2月25日付にて清算結了

しております。

主要な連結子会社名は、「第１企業の

概況　４．関係会社の状況」に記載し

ているため、省略いたしました。

 (2）非連結子会社の数

なし

(2）非連結子会社の数

なし

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用会社の数１社

 

主要な持分法適用会社

三菱地所藤和コミュニティ㈱

(1）持分法適用会社の数

なし

持分法適用会社でありました三菱地

所藤和コミュニティ㈱は、当社保有全

株式を売却したため持分法適用の範

囲から除外しました。

 (2）持分法非適用会社の数

なし

(2）持分法非適用会社の数

なし

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社藤和那須リゾート㈱の決算日

は12月31日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引については連結上

必要な調整を行っております。また、連結

子会社エフ・ティー都市開発㈱の決算日

は12月31日でありますが、連結財務諸表の

作成にあたっては３月31日の仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

…償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

…決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

(1）有価証券

同左

 時価のないもの

…移動平均法による原価法

 

 (2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

――――――
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (3）たな卸資産

①　販売用不動産

個別法による原価法

(3）たな卸資産

① 販売用不動産

仕掛販売用不動産

開発用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

 

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計

基準第9号 平成18年7月5日公表分）

を適用しております。なお、期首在庫

に含まれる変更差額1,747百万円は

特別損失に計上しております。

　これにより、従来の方法によった場

合に比べ、売上総利益は12,650百万

円減少し、営業損失、経常損失はそれ

ぞれ12,650百万円増加し、税金等調

整前当期純損失は、14,398百万円増

加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。

 ②　その他のたな卸資産

個別法による原価法または最終仕

入原価法

②　その他のたな卸資産

個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）または

最終仕入原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(1）有形固定資産 

有形固定資産の減価償却の方法は定

率法、賃貸用ビルおよび施設のサービ

スを提供する目的で保有する固定資

産については定額法を採用しており

ます。ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産 

有形固定資産（リース資産を除く）

の減価償却の方法は定率法、賃貸用ビ

ルおよび施設のサービスを提供する

目的で保有する固定資産については

定額法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）について

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 　建物及び構築物 ２年～50年

　機械装置及び運搬具 ２年～20年

　建物及び構築物 ２年～50年

　機械装置及び運搬具 ２年～40年
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 （会計方針の変更）

　当社および国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年4月1日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。

　これによる損益に与える影響額は軽

微であります。

──────

 （追加情報）

　当社および国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年3月31日

以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により、取得価額の

5％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を5年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　これによる損益に与える影響額は軽

微であります。

──────

 (2）無形固定資産 

無形固定資産の償却方法は定額法を

採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

 

―――――― 

(2）無形固定資産 

無形固定資産（リース資産を除く）

の償却方法は定額法を採用しており

ます。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

(3）リース資産

リース資産の償却方法は、所有権移転

ファイナンス・リース取引に係る

リース資産は自己所有の固定資産に

適用する減価償却方法と同一の方法

を採用しております。所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係る

リース資産はリース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によってお

ります。
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3）繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

(1）社債発行費

――――――

 (2）株式交付費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

(2) 株式交付費

同左 

(4）重要な引当金の計上基

準

(1）貸倒引当金

売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のうち当連

結会計年度負担分を計上しておりま

す。

同左

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき計

上しております。

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理して

おります。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用

計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

同左

 (4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左 

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

──────
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(6）その他の連結財務諸表

作成のための重要な事

項

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。また、控除対

象外消費税等は一般管理費（租税公課・

交際費）ならびに投資その他の資産のそ

の他（繰延消費税等）に計上し、繰延消費

税等については法人税法に定める期間に

より償却しております。

消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の定額法により償却を行っており

ます。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金および容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務

関連費用の計上方法）

　マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務

関連費用の計上方法につきましては、従来、収益との対応の

観点から物件の売上を計上した期に一括費用計上する方法

によっておりましたが、当連結会計年度より発生した期に

計上する方法に変更いたしました。

　この変更は平成20年1月に当社が三菱地所株式会社の子会

社となり、親子会社間の会計処理の統一を目的とした変更

であり、下半期より適用しております。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、

販売費及び一般管理費は934百万円増加し、営業利益、経常

利益は934百万円減少し、税金等調整前当期純利益は3,554

百万円減少しております。

　なお、上記会計処理の変更は下半期からの適用であり、当

中間連結会計期間は従来の方法によっております。従って

当中間連結会計期間は、仮に変更後の方法によった場合に

比べ、販売費及び一般管理費は1,018百万円少なく、営業利

益、経常利益は1,018百万円、税金等調整前中間純利益は

4,776百万円それぞれ多く計上されております。また、セグ

メント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

（リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。

　これにより、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微で

あります。

（役員退職慰労引当金の計上）

　当社及び連結子会社1社の役員退職慰労金は、従来、支出時

の費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より

「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日　監査・保証

実務委員会報告第42号）を適用し、当連結会計年度末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更して

おります。

　なお、期首に計上すべき過年度相当額144百万円について

は、特別損失に計上しております。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、

販売費及び一般管理費は34百万円増加し、営業利益、経常利

益は34百万円減少し、税金等調整前当期純利益は178百万円

減少しております。

　なお、上記会計処理の変更は、下半期より適用しておりま

す。これは、当下半期において、当社は役員退職慰労金支給

内規の見直しを行い、連結子会社１社が役員退職慰労金支

給内規を新設し、当該内規に基づく支給が将来にわたって

存続すると認められる状況にある事に基づくものであり、

当中間連結会計期間は従来の方法によっております。従っ

て当中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比

べ、経常利益は17百万円、税金等調整前中間純利益は161百

万円それぞれ多く計上されております。また、セグメント情

報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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【表示方法の変更】

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（連結貸借対照表関係）  ────── 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関

する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年8月7日 内閣府令第50号）が適

用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて「販売用不動産」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「販売用

不動産」「仕掛販売用不動産」「開発用

不動産」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「販売用不動産」に含

まれる「販売用不動産」「仕掛販売用不

動産」「開発用不動産」は、それぞれ

16,494百万円、150,040百万円、679百万円

であります。

（連結キャッシュ・フロー計

算書関係）

財務活動によるキャッシュ・フローの

「自己株式の取得による支出」は、前連結

会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「その他」に含ま

れている「自己株式の取得による支出」

は△11百万円であります。

──────
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

項目
前連結会計年度

（平成20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

１．非連結子会社および関連

会社株式　※１

  百万円

 投資有価証券（株式） 754

 ――――――  

   

２．短期借入金、長期借入金に

対する担保資産　※２

  百万円

 販売用不動産 93,501

      

      

 建物及び構築物 3,063

 機械装置及び運搬具 1

 土地 27,923

 借地権 27

 投資有価証券 94

 計 124,611

  百万円

 販売用不動産 2,314

 仕掛販売用不動産 67,975

 開発用不動産 583

 建物及び構築物 2,909

 機械装置及び運搬具 0

 土地 28,398

 借地権 27

 計 102,209

  

３．担保付借入金　※３   百万円

 短期借入金 37,797

 長期借入金 104,831

 計 142,629

  百万円

 短期借入金 58,775

 長期借入金 59,371

 計 118,146

４．保証債務   百万円   百万円

(1）ゴルフローンの連帯保証
債務   243  180

(2）提携つなぎローンの連帯
保証債務   204  41

(3）顧客住宅ローンの連帯保
証債務   177  131

(4）提携ローン登記終了まで
の連帯保証債務   34,595  48,283

(5）借入金の保証債務   ― 大京町住宅マンション建替組合 416

  計 35,222 計 49,053
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（連結損益計算書関係）

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．営業原価に含まれるたな

卸資産の収益性の低下に

よる簿価切下額　※１

────── 百万円

 17,780

２．販売費及び一般管理費の

主要な費目　※２

販売費及び一般管理費の主要な費目は次

のとおりであります。

販売費及び一般管理費の主要な費目は次

のとおりであります。

 (1）販売費 百万円

広告宣伝費 7,777

給与手当 5,920

事務用消耗品費 1,933

賞与引当金繰入額 416

退職給付費用 500

貸倒引当金繰入額 0

(1）販売費 百万円

広告宣伝費 7,173

給与手当 5,153

事務用消耗品費 2,290

賞与引当金繰入額 574

退職給付費用 483

貸倒引当金繰入額 50

 (2）一般管理費 百万円

給与手当 696

事務用消耗品費 557

租税公課 689

賞与引当金繰入額 86

退職給付費用 271

     

(2）一般管理費 百万円

給与手当 722

事務用消耗品費 527

租税公課 671

賞与引当金繰入額 83

退職給付費用 210

役員退職慰労引当金繰入額

 

33

３．固定資産除却損の内訳

※３

 百万円

建物除却損 27

機械装置除却損 17

構築物除却損 10

器具備品除却損 3

その他 0

計 59

 百万円

建物除却損 5

機械装置除却損 5

構築物除却損 0

器具備品除却損 8

その他 ―

計 20

４．減損損失の内訳

※４

当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。

──────

 場所 主な用途 種類
栃木県
那須郡

レジャー施設
（１件）

土地
建物・構築物等

 

 当社は、他の資産または資産グループの

キャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小単位

に拠って資産のグループ化を行いました。

なお、本社ビル等は共用資産としておりま

す。

 

 当連結会計年度において策定した新中期

経営計画の1つである、那須事業の分離に

向けて、評価の見直しを行なったことによ

り、減損損失814百万円を特別損失に計上

いたしました。その内訳は、土地488百万

円、建物・構築物268百万円、その他57百万

円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額により測定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 111,258,791 42,735,000 ─ 153,993,791

Ａ種優先株式 8,333,000 ─ ─ 8,333,000

Ｂ種優先株式 8,333,000 ─ ─ 8,333,000

Ｃ種優先株式 16,667,000 ─ ─ 16,667,000

Ｄ種優先株式 16,667,000 ─ ─ 16,667,000

Ｅ種優先株式 20,000,000 ─ 7,610,000 12,390,000

合計 181,258,791 42,735,000 7,610,000 216,383,791

（変動事由の概要）

普通株式の発行済株式総数の増加42,735,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

Ｅ種優先株式の発行済株式総数の減少7,610,000株は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づき、平成19

年8月1日に取得し消却したことによるものであります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 175,000 24,139 8,968 190,171

Ｅ種優先株式 ─ 7,610,000 7,610,000 ─

合計 175,000 7,634,139 7,618,968 190,171

（変動事由の概要）

普通株式の自己株式の株式数の増加24,139株は、単元未満株式の買取によるものであります。

普通株式の自己株式の株式数の減少8,968株は、単元未満株式の売渡によるものであります。

Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加および減少は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づき、平成19

年8月1日に取得し消却したことによるものであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月28日
定時株主総会

普通株式 333 3.00平成19年3月31日平成19年6月29日

平成19年6月28日
定時株主総会

Ａ種優先株式 67 8.05平成19年3月31日平成19年6月29日

平成19年6月28日
定時株主総会

Ｂ種優先株式 67 8.05平成19年3月31日平成19年6月29日

平成19年6月28日
定時株主総会

Ｃ種優先株式 134 8.05平成19年3月31日平成19年6月29日

平成19年6月28日
定時株主総会

Ｄ種優先株式 134 8.05平成19年3月31日平成19年6月29日

平成19年6月28日
定時株主総会

Ｅ種優先株式 1,241 62.05平成19年3月31日平成19年6月29日

計  1,976       

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 461 利益剰余金 3.00平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ａ種優先株式 90 利益剰余金 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｂ種優先株式 90 利益剰余金 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｃ種優先株式 180 利益剰余金 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｄ種優先株式 180 利益剰余金 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｅ種優先株式 803 利益剰余金 64.85平成20年3月31日平成20年6月30日

計  1,807        

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 153,993,791327,199,400 ─ 481,193,191

Ａ種優先株式 8,333,000 3,730,000 3,730,000 8,333,000

Ｂ種優先株式 8,333,000 1,280,000 1,280,000 8,333,000

Ｃ種優先株式 16,667,000 ─  ─ 16,667,000

Ｄ種優先株式 16,667,000 ─  ─ 16,667,000

Ｅ種優先株式 12,390,000 ─ 10,890,000 1,500,000

合計 216,383,791332,209,400 15,900,000 532,693,191

（変動事由の概要）

普通株式の発行済株式総数の増加327,199,400株は、第三者割当による新株発行による増加270,000,000株、Ａ

種優先株式の転換による増加51,939,127株およびＢ種優先株式の転換による増加5,260,273株であります。

Ａ種優先株式の発行済株式総数の増加3,730,000株は、第三者割当による新株発行による増加であります。

Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少3,730,000株は、消却による減少であります。

Ｂ種優先株式の発行済株式総数の増加1,280,000株は、第三者割当による新株発行による増加であります。

Ｂ種優先株式の発行済株式総数の減少1,280,000株は消却による減少であります。

Ｅ種優先株式の発行済株式総数の減少10,890,000株は、消却による減少であります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 190,171 27,441 14,660 202,952

Ａ種優先株式  ─ 3,980,000 3,730,000 250,000

Ｂ種優先株式  ─ 1,280,000 1,280,000  ─

Ｅ種優先株式  ─ 10,890,000 10,890,000 ─

合計 190,171 16,177,441 15,914,660 452,952

（変動事由の概要）

普通株式の自己株式の株式数の増加27,441株は、単元未満株式の買取によるものであります。

普通株式の自己株式の株式数の減少14,660株は、単元未満株式の売渡によるものであります。

Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加3,980,000株は、転換請求による取得による増加であります。

Ａ種優先株式の自己株式の株式数の減少3,730,000株は、消却による減少であります。

Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加1,280,000株は、転換請求による取得による増加であります。

Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の減少1,280,000株は、消却による減少であります。

Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加10,890,000株および減少10,890,000株は、平成20年6月19日開催の

取締役会決議に基づく買入消却によるものであります。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 461 3.00平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ａ種優先株式 90 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｂ種優先株式 90 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｃ種優先株式 180 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日
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決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｄ種優先株式 180 10.85平成20年3月31日平成20年6月30日

平成20年6月27日
定時株主総会

Ｅ種優先株式 803 64.85平成20年3月31日平成20年6月30日

計  1,807       

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期

末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の

金額との関係　※

 百万円

（平成20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 70,708

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△3

現金及び現金同等物 70,705

 

 百万円

（平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 45,574

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金等
△2

現金及び現金同等物 45,571

 

 

（リース取引関係）

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．リース物件の所有権

が借主に移転すると

認められるもの以外

のファイナンス・

リース取引（借主

側）

 

 

 

 

 

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額

所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によってお

り、その内容は次のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額

  
車輌
運搬具  器具備品 機械装置 計

  百万円 百万円 百万円 百万円

取得価額

相当額
 65 440 155 661

減価償却累計

額相当額
 28 218 38 286

期末残高

相当額
 36 221 116 374

  
車輌
運搬具  器具備品 機械装置 計

  百万円 百万円 百万円 百万円

取得価額

相当額
 59 270 155 485

減価償却累

計額相当額
 35 148 64 248

期末残高

相当額
 24 121 90 236

 (2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

 １年以内  138百万円

１年超  236百万円

計  374百万円

１年以内  85百万円

１年超  151百万円

計  236百万円

 なお、取得価額相当額および未経過リー

ス料期末残高相当額は、重要性が乏しい

ため利息相当額の合理的な見積額を控除

しない方法によっております。

同左

 (3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額

 支払リース料  146百万円

減価償却費相当額  146百万円

支払リース料  133百万円

減価償却費相当額  133百万円

 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

同左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

２．オペレーティング

・リース取引（借

主側）

未経過リース料

１年以内  63百万円

１年超  238百万円

計  301百万円

 

未経過リース料

１年以内  63百万円

１年超  174百万円

計  238百万円
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（有価証券関係）

有価証券

前連結会計年度（平成20年３月31日）

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
前連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの    

(1）国債・地方債等 ― ― ―

(2）社債 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの    

(1）国債・地方債等 （注）    7 7 ―

(2）社債 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 7 7 ―

合計 7 7 ―

（注）投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。

(2）その他有価証券で時価のあるもの

種類
前連結会計年度（平成20年３月31日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

(1）株式 72 95 23

(2）債券             

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 72 95 23

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の
   

(1）株式 ― ― ―

(2）債券             

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 72 95 23

(3）当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(4）時価評価されていない主な「有価証券」（上記 (1）を除く）の内容および連結貸借対照表計上額

種類
前連結会計年度（平成20年３月31日）
連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 ―

(2）その他有価証券  

非上場株式 56

非上場外国債券 ―

(5）その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

(1）債券     

国債・地方債 ― ― ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

(2）その他 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

当連結会計年度（平成21年３月31日）

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの    

(1）国債・地方債等 ― ― ―

(2）社債 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの    

(1）国債・地方債等 （注）   7 7 ―

(2）社債 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 7 7 ―

合計 7 7 ―

（注）投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。
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(2）その他有価証券で時価のあるもの

種類
当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

(1）株式 ― ― ―

(2）債券             

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の
   

(1）株式 64 59 △4

(2）債券             

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 64 59 △4

合計 64 59 △4

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について７百万円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、回復の見込みがあ

る場合を除き、減損処理を行っております。

 

(3）時価評価されていない主な「有価証券」（上記 (1）を除く）の内容および連結貸借対照表計上額

種類
当連結会計年度（平成21年３月31日）
連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 ―

(2）その他有価証券  

非上場株式 56

非上場外国債券 ―

(4）その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額
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区分 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

(1）債券     

国債・地方債 ― ― ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

(2）その他 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

 

（デリバティブ取引関係）

(1）取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。

 (2）取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。

（退職給付関係）
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

　当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、厚生年金基金制度および退職一時金制度を設けて

おります。また、従業員の退職等に際して割増退職金を

支払う場合があります。

　当社および国内連結子会社は、厚生年金基金の代行部

分について、平成15年３月14日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受けております。

  また、厚生年金基金の超過部分は平成17年１月１日

よりキャッシュバランスプラン（確定給付企業年金）

に移行しております。

　当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、厚生年金基金制度および退職一時金制度を設けて

おります。また、従業員の退職等に際して割増退職金を

支払う場合があります。

　当社および国内連結子会社は、厚生年金基金の代行部

分について、平成15年３月14日に厚生労働大臣から将

来分支給義務免除の認可を受け、平成20年６月30日に

国に返還額(最低責任準備金)の納付を行いました。

  また、厚生年金基金の超過部分は平成17年１月１日

よりキャッシュバランスプラン（確定給付企業年金）

に移行しております。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △4,807百万円

年金資産 2,964百万円

未積立退職給付債務 △1,843百万円

会計基準変更時差異の未処理額 1,193百万円

未認識過去勤務債務（債務の減額） △52百万円

未認識数理計算上の差異 △746百万円

連結貸借対照表計上額純額 △1,449百万円

前払年金費用 ―百万円

退職給付引当金 △1,449百万円

退職給付債務 △5,168百万円

年金資産 2,703百万円

未積立退職給付債務 △2,464百万円

会計基準変更時差異の未処理額 1,023百万円

未認識過去勤務債務（債務の減額） △38百万円

未認識数理計算上の差異 40百万円

連結貸借対照表計上額純額 △1,439百万円

前払年金費用 ―百万円

退職給付引当金 △1,439百万円

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 294百万円

利息費用 108百万円

期待運用収益 △77百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 170百万円

数理計算上の差異の費用処理額 △234百万円

過去勤務債務の費用処理額 △14百万円

退職給付費用 247百万円

勤務費用 318百万円

利息費用 96百万円

期待運用収益 △74百万円

会計基準変更時差異の費用処理額 170百万円

数理計算上の差異の費用処理額 △168百万円

過去勤務債務の費用処理額 △14百万円

退職給付費用 328百万円

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 　 10年

数理計算上の差異の処理年数  10年

会計基準変更時差異の処理年数  15年

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.5％

過去勤務債務の額の処理年数 　10年

数理計算上の差異の処理年数 10年

会計基準変更時差異の処理年数 15年

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）
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項目
前連結会計年度

（平成20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産   

販売用不動産評価損 5,942百万円

固定資産評価損 3,221百万円

減損損失 10,401百万円

貸倒引当金 258百万円

賞与引当金 261百万円

退職給付引当金 561百万円

税務上の繰越欠損金 2,902百万円

その他 764百万円

繰延税金資産小計 24,314百万円

評価性引当額 △14,198百万円

繰延税金資産合計 10,115百万円

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額
金

△9百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

繰延税金資産の純額 10,106百万円

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 11,805百万円

固定資産評価損 3,221百万円

減損損失 13,317百万円

貸倒引当金 541百万円

賞与引当金 212百万円

退職給付引当金 585百万円

税務上の繰越欠損金 12,677百万円

その他 718百万円

繰延税金資産小計 43,080百万円

評価性引当額 △42,573百万円

繰延税金資産合計 506百万円

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額
金

―百万円

繰延税金負債合計 ―百万円

繰延税金資産の純額 506百万円

 （注）当連結会計年度における繰延税金

資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

（注）当連結会計年度における繰延税金

資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれております。

 流動資産―繰延税金資産 7,076百万円

固定資産―繰延税金資産 3,029百万円

流動資産―繰延税金資産 506百万円

固定資産―繰延税金資産 ―百万円

(2）法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異

があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目

別の内訳

国内の法定実効税率 40.69％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

1.03％

住民税均等割 0.86％

評価性引当額 △100.60％

持分法投資損益 △2.71％

その他 △1.52％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

△62.25％

 

当期純損失を計上しているため記載して

おりません。 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
不動産販売
事業
（百万円）

仲介事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 150,405 4,900 7,445 162,750 ― 162,750

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― 181 66 247 (247) ―

計 150,405 5,081 7,511 162,997 (247)162,750

営業費用 139,062 4,193 6,930 150,186 (225)149,960

営業利益 11,343 887 580 12,811 (22) 12,789

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 213,802 1,692 11,623227,11865,692292,810

減価償却費 187 67 203 459 ― 459

減損損失 ― ― 814 814 ― 814

資本的支出 89 42 245 377 ― 377

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。

２．各事業区分の主な内容

不動産販売……………中高層住宅および宅地等の分譲

仲　　　介……………不動産の売買仲介および賃貸斡旋

そ　の　他……………オフィスビル等の賃貸およびレジャー施設の運営等

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は72,098百万円であり、

主に連結財務諸表提出会社の現金・預金および投資有価証券であります。

５．マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務関連費用の計上方法

　マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務関連費用の計上方法につきましては、従来、収益と

の対応の観点から物件の売上を計上した期に一括費用計上する方法によっておりましたが、当連結会計年度

より発生した期に計上する方法に変更いたしました。

　この変更は平成20年1月に当社が三菱地所株式会社の子会社となり、親子会社間の会計処理の統一を目的と

した変更であり、下半期より適用しております。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、不動産販売事業における営業費用は934百万円増

加し、営業利益は934百万円減少しております。

　なお、上記会計処理の変更は下半期からの適用であり、当中間連結会計期間は従来の方法によっておりま

す。従って当中間連結会計期間は、仮に変更後の方法によった場合に比べ、不動産販売事業における営業費用

は1,018百万円少なく、営業利益は1,018百万円多く計上されております。
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６．役員退職慰労引当金の計上

　当社及び連結子会社1社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当連結会計

年度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関

する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日　監査・保証実務委員会報告第42号）を適用

し、当連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、不動産販売事業における営業費用は25百万円、仲

介事業における営業費用は5百万円、その他事業における営業費用は3百万円それぞれ増加し、不動産販売事

業における営業利益は25百万円、仲介事業における営業利益は5百万円、その他事業における営業利益は3百

万円それぞれ減少しております。

　なお、上記会計処理の変更は、下半期より適用しております。これは、当下半期において、当社は役員退職慰

労金支給内規の見直しを行い、連結子会社１社が役員退職慰労金支給内規を新設し、当該内規に基づく支給

が将来にわたって存続すると認められる状況にある事に基づくものであり、当中間連結会計期間は従来の方

法によっております。従って当中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べ、不動産販売事業にお

ける営業費用は12百万円、仲介事業における営業費用は2百万円、その他事業における営業費用は1百万円そ

れぞれ少なく、不動産販売事業における営業利益は12百万円、仲介事業における営業利益は2百万円、その他

事業における営業利益は1百万円それぞれ多く計上されております。

７．資産のセグメントへの配分方法の変更

　連結子会社1社の共用資産については、従来「その他事業」に配分しておりましたが、不動産販売事業、仲介

事業への影響が増した為、当連結会計年度より各セグメントへの合理的な資産配賦基準を決定し配分してお

ります。この変更により、各セグメントへの影響は、不動産販売事業、仲介事業、その他事業の順に、資産につ

いては　127百万円の増加、1,643百万円の増加、1,771百万円の減少、減価償却費については　2百万円の増加、

67百万円の増加、69百万円の減少、また、資本的支出については、1百万円の増加、42百万円の増加、44百万円の

減少となります。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 
不動産販売
事業
（百万円）

仲介事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 101,063 3,563 6,800 111,428 ― 111,428

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 115 23 139 (139) ―

計 101,063 3,679 6,824 111,567 (139)111,428

営業費用 124,084 3,683 6,315 134,083 (78) 134,005

営業利益又は営業損失(△) △23,020 △3 508 △22,515 (61)△22,577

Ⅱ　資産、減価償却費、及び資本的

支出
      

資産 202,843 1,619 16,492220,95544,947265,902

減価償却費 178 94 202 474 ― 474

資本的支出 597 20 245 864 ― 864

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。

２．各事業区分の主な内容

不動産販売……………中高層住宅および宅地等の分譲

仲　　　介……………不動産の売買仲介および賃貸斡旋

そ　の　他……………オフィスビル等の賃貸およびレジャー施設の運営等

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は50,697百万円であり、

主に連結財務諸表提出会社の現金・預金および投資有価証券であります。

５．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。

この変更ににより、従来の方法によった場合に比べて、不動産販売事業における営業損失は12,650百万円増

加しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）および当連結会計年度（自　平成20年４月１

日　至　平成21年３月31日）

前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）および当連結会計年度（平成20年４月１

日から平成21年３月31日まで）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がない

ため、該当事項はございません。

 

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）および当連結会計年度（自　平成20年４月１

日　至　平成21年３月31日）

前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）および当連結会計年度（平成20年４月１

日から平成21年３月31日まで）において、海外売上高がないため該当事項はございません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等
の被所有
割合

関係内容
取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社
三菱地所

株式会社

東京都

千代田区
136,534

オフィスビ
ル・商業施
設の開発、
賃貸、管理
マンション
・建売住宅
等の建設、
販売

直接

52.1％
─

マン
ション
販売・
管理・
仲介業
務にお
ける提
携

第三者割当増資

の引受
9,999─ ─

優先株式の償還 1,578─ ─

　（注）１．金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

　なお、上記取引にかかる取引条件については、一般の取引と同様に市場価格を勘案して交渉のうえ決定して

おります。

(2）役員及び個人主要株主等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

(3）子会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

(4）兄弟会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）

を適用しております。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

種類
会社等
の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)
（注）1 

科目
期末残高
（百万円）
（注）1 

親会社
三菱地所

株式会社

東京都

千代田区
136,534

オフィスビル
・商業施設の
開発、賃貸、管
理マンション
・建売住宅等
の建設、販売

（被所有） 

直接 79.6

マンション販
売・管理・仲
介業務におけ
る提携

第三者割当

増資の引受

（注）２ 

18,931－ －

関係会社有価

証券の売却

（注）３ 

6,350－ －

（注）１．金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

 ２．三菱地所株式会社が当社の行った第三者割当増資を、普通株式１株につき57円、Ａ種優先株式１株

につき801円、Ｂ種優先株式１株につき433円で引受けたものです。

 ３．譲渡価格については、両社各々が第三者による株式評価を勘案した価格案を提示し、両社協議によ

り決定したものです。 

(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　重要な取引がないため、記載を省略しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1)親会社情報

　三菱地所株式会社

　（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所に上場）

(2)重要な関連会社の要約財務情報

　該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係）

前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．１株当たり純資産額    　21円31銭    　  △36円11銭

２．１株当たり当期純損益金額         35円76銭           △160円25銭

３．潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額

       18円23銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

　（注）１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎

項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額         

当期末純資産額（百万円） 42,057 13,949

普通株主に帰属しない金額（百万円） 38,780 31,318

当期末発行済優先株式総発行価額（百万円） 37,434 31,285

優先株式配当額（百万円） 1,346 32

普通株式の当期末発行済株式数（千株） 153,803 480,990

         

１株当たり当期純損益金額         

当期純損益金額（百万円） 5,636 △38,438

普通株主に帰属しない金額（百万円） 1,346 32

普通株式に係る当期純損益金額（百万円） 4,290 △38,471

普通株式の期中平均株式数（千株） 119,976 240,067

         

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額         

当期純利益調整額（百万円） 1,346 －

普通株式増加数（千株） 189,189 －

（うち優先株式）（千株） (189,189) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

 

―――――

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、

Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式

なお、これらの概要は「第４提

出会社の状況、１株式等の状

況、(1)株式の総数等、②発行済

株式」の（注）に記載のとお

りであります。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

平成20年６月19日開催の取締役会において、藤和不動産株
式会社発行の優先株式の取得および消却を下記のとおり実
施することを決議いたしました。
 
取得および消却の内容

株式交換の効力発生
三菱地所株式会社と当社は平成21年２月５日開催の各々
の取締役会において、三菱地所株式会社を完全親会社、当
社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、株
式交換契約書を締結いたしましたが、平成21年４月

①　取得株式の種類  
藤和不動産株式会社　Ｅ種優先株式

②　取得する株式の総数 10,890,000株
（Ｅ種優先株式の発行済総数に対する割合 87.89％）
③　株式の取得価額の総額 6,787百万円（上限）
④　取得予定日 平成20年８月１日
⑤　消却予定日 平成20年８月１日

30日にその効力が発生し、当社は三菱地所株式会社の完
全子会社となりました。それに伴い、当社の普通株式は株
式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、平成21年
４月23日付で上場廃止となりました。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限

 藤和不動産㈱  第1回普通社債 平成18年2月27日
10,000

(10,000)

－

－
2.12無担保 平成21年2月27日

 藤和不動産㈱  第2回普通社債 平成19年6月26日10,00010,000 2.29無担保 平成22年6月25日

 藤和不動産㈱  第3回普通社債 平成19年6月26日10,00010,000 2.77無担保 平成24年6月26日

合計 － －
30,000

(10,000)

20,000

－
－ － －

　（注）１．（  ）内書は、１年以内の償還予定額であります。

２．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

― 10,000 － 10,000 －

 

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 111 4,562 1.23 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 42,170 81,961 1.92 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― 33 ― ―

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 109,916 64,371 1.88平成22年～平成25年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） ― 74 ― ―

その他有利子負債                 

コマーシャルペーパー（１年以内返済） 10,000 10,000 1.66 ―

合計 162,198 161,001― ―

　（注）１．平均利率は期中加重平均で算出しております。
２. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度
に配分しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額
は以下のとおりであります。 

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 44,524 16,303 3,544 ―

リース債務 33 33 7 1

 

（２）【その他】

　当連結会計年度における四半期情報

 

 第１四半期

自平成20年４月１日

至平成20年６月30日

 第２四半期

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

 第３四半期

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

 第４四半期

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

売上高

（百万円）
11,711  27,074  15,569  57,071

税金等調整前四半期純損失金額

（百万円）
△5,251  △1,552  △10,053  △11,946

四半期純損失金額

（百万円）
△2,434  △6,403  △17,735  △11,864

１株当たり四半期純損失金額

（円）
 △13.91  △31.56  △85.05  △34.42
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 69,557 44,357

受取手形 － 0

営業未収入金 741 642

販売用不動産 ※1
 12,576

※1
 53,972

仕掛販売用不動産 ※1
 150,092

※1
 117,542

開発用不動産 ※1
 591

※1
 558

前渡金 509 3

前払費用 2,110 3,141

関係会社短期貸付金 9,580 －

未収消費税等 － 2,116

繰延税金資産 6,955 506

その他 2,648 222

貸倒引当金 △3,130 △2

流動資産合計 252,232 223,063

固定資産

有形固定資産

建物 ※1
 4,840

※1
 5,413

減価償却累計額 △2,953 △3,063

建物（純額） 1,886 2,349

構築物 4 4

減価償却累計額 △4 △3

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 ※1
 32

※1
 32

減価償却累計額 △31 △31

機械及び装置（純額） 1 0

工具、器具及び備品 685 687

減価償却累計額 △528 △577

工具、器具及び備品（純額） 157 109

土地 ※1
 22,004

※1
 22,477

有形固定資産合計 24,049 24,938

無形固定資産

借地権 5 5

ソフトウエア 29 35

その他 42 42

無形固定資産合計 77 82
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 141 105

関係会社株式 8,308 5,727

長期貸付金 18 16

従業員に対する長期貸付金 98 86

関係会社長期貸付金 － 9,363

破産更生債権等 139 231

長期前払費用 0 0

差入保証金 3,104 2,926

繰延税金資産 2,998 －

その他 90 1,510

貸倒引当金 △603 △4,423

投資その他の資産合計 14,295 15,544

固定資産合計 38,422 40,566

資産合計 290,655 263,630

負債の部

流動負債

支払手形 36,997 32,427

営業未払金 2,035 2,183

短期借入金 ※2
 111 4,562

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 42,170

※2
 81,961

1年内償還予定の社債 10,000 －

コマーシャル・ペーパー 10,000 10,000

未払法人税等 96 76

未払消費税等 352 －

未払費用 2,783 3,387

前受金 1,640 20,638

預り金 9,138 6,605

前受収益 0 0

賞与引当金 456 412

その他 0 482

流動負債合計 115,782 162,737

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 ※2
 109,916

※2
 64,371

長期預り保証金 1,072 1,042

退職給付引当金 1,321 1,308

役員退職慰労引当金 156 185

その他 1 1

固定負債合計 132,469 86,908

負債合計 248,251 249,645
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 17,641 27,107

資本剰余金

資本準備金 5,049 14,515

その他資本剰余金 4,719 －

資本金及び資本準備金減少差益 4,719 －

資本剰余金合計 9,769 14,515

利益剰余金

利益準備金 352 533

その他利益剰余金 14,673 △28,121

繰越利益剰余金 14,673 △28,121

利益剰余金合計 15,026 △27,588

自己株式 △46 △45

株主資本合計 42,390 13,989

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13 △4

評価・換算差額等合計 13 △4

純資産合計 42,403 13,984

負債純資産合計 290,655 263,630
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業収入

不動産販売高 148,387 97,515

賃貸収入 1,103 1,202

仲介手数料収入 655 763

その他 1,514 1,131

営業収入合計 151,660 100,612

営業原価

不動産販売原価

期首棚卸高 131,428 163,259

当期仕入高 151,400 118,837

合計 282,828 282,096

他勘定振替高 ※1
 1,143

※1
 7,742

期末棚卸高 163,259 172,074

不動産販売原価 118,425 ※2
 102,279

賃貸原価 1,220 1,341

支払手数料 112 88

その他 235 114

営業原価合計 119,994 103,823

売上総利益又は売上総損失（△） 31,666 △3,211

販売費及び一般管理費

販売費 ※3
 16,844

※3
 15,928

一般管理費 ※3
 2,648

※3
 2,530

営業利益又は営業損失（△） 12,172 △21,671

営業外収益

受取利息 ※4
 354

※4
 305

受取配当金 ※4
 11 1

雑収入 50 57

営業外収益合計 416 365

営業外費用

支払利息 3,650 3,768

シンジケートローン手数料 28 629

雑損失 382 622

営業外費用合計 4,061 5,020

経常利益又は経常損失（△） 8,528 △26,326
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

特別利益

前期損益修正益 235 －

固定資産売却益 ※5
 6 －

関係会社株式売却益 － 4,875

貸倒引当金戻入額 10 －

その他 6 8

特別利益合計 259 4,883

特別損失

前期損益修正損 0 13

固定資産売却損 ※6
 0

※6
 0

固定資産除却損 ※7
 9

※7
 0

投資有価証券評価損 － 7

関係会社株式評価損 － 1,110

たな卸資産評価損 1,213 1,664

貸倒引当金繰入額 ※8
 1,117 －

不動産売買契約解除損 － 4,991

過年度役員退職慰労引当金繰入額 131 18

会計処理変更に伴う過年度販売直接費 2,619 －

その他 65 31

特別損失合計 5,157 7,837

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 3,629 △29,279

法人税、住民税及び事業税 13 13

法人税等調整額 △2,357 9,456

法人税等合計 △2,343 9,469

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749
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【不動産販売原価明細書】

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

１．土地代       

(1）期首棚卸高 104,208  129,852  

(2）当期仕入高 70,150  35,887  

計 174,358  165,739  

(3）他勘定へ振替高 852  4,656  

(4）期末棚卸高 129,852  123,158  

当期土地代  43,65436.9 37,92442.3

２．外注工事代       

(1）前期繰越高 20,478  23,865  

(2）当期発生高 73,253  76,909  

計 93,732  100,775  

(3）他勘定へ振替高 160  442  

(4）次期繰越高 23,865  52,444  

当期外注工事代  69,70658.8 47,88753.5

３．経費       

(1）前期繰越高 6,740  9,541  

(2）当期発生高 7,996  6,040  

計 14,736  15,582  

(3）他勘定へ振替高 131  978  

(4）次期繰越高 9,541  10,863  

当期経費  5,0634.3 3,7394.2

当期不動産販売原価  118,425100.0 89,551100.0

　（注）１．原価計算の方法：個別原価計算

２．当事業年度において、上記のほか、たな卸資産の評価損計上の影響額が他勘定振替高に1,664百万円、期末棚

卸高に14,391百万円、不動産販売原価に12,727百万円それぞれ含まれております。その結果、当事業年度の不

動産販売原価は土地代37,924百万円、外注工事代47,887百万円、経費3,739百万円の計89,551百万円に、評価

損12,727百万円を加え、合計102,279百万円となりました。 
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 12,641 17,641

当期変動額

新株の発行 4,999 9,465

当期変動額合計 4,999 9,465

当期末残高 17,641 27,107

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 50 5,049

当期変動額

新株の発行 4,999 9,465

当期変動額合計 4,999 9,465

当期末残高 5,049 14,515

その他資本剰余金

資本金及び資本準備金減少差益

前期末残高 9,449 4,719

当期変動額

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 △4,730 △4,718

当期変動額合計 △4,730 △4,719

当期末残高 4,719 －

自己株式処分差益

前期末残高 1 －

当期変動額

自己株式の処分 0 －

自己株式の消却 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 9,501 9,769

当期変動額

新株の発行 4,999 9,465

自己株式の処分 △0 △1

自己株式の消却 △4,731 △4,718

当期変動額合計 267 4,746

当期末残高 9,769 14,515

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 154 352

当期変動額

利益準備金の積立 197 180

当期変動額合計 197 180

当期末残高 352 533
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 10,874 14,673

当期変動額

剰余金の配当 △1,976 △1,807

利益準備金の積立 △197 △180

自己株式の処分 － △1

自己株式の消却 － △2,055

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

当期変動額合計 3,799 △42,795

当期末残高 14,673 △28,121

利益剰余金合計

前期末残高 11,029 15,026

当期変動額

剰余金の配当 △1,976 △1,807

利益準備金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

自己株式の処分 － △1

自己株式の消却 － △2,055

当期変動額合計 3,996 △42,614

当期末残高 15,026 △27,588

自己株式

前期末残高 △40 △46

当期変動額

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 2 3

自己株式の消却 4,731 6,774

当期変動額合計 △6 1

当期末残高 △46 △45

株主資本合計

前期末残高 33,131 42,390

当期変動額

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 9,258 △28,400

当期末残高 42,390 13,989
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 55 13

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△41 △18

当期変動額合計 △41 △18

当期末残高 13 △4

評価・換算差額等合計

前期末残高 55 13

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△41 △18

当期変動額合計 △41 △18

当期末残高 13 △4

純資産合計

前期末残高 33,187 42,403

当期変動額

新株の発行 9,999 18,931

剰余金の配当 △1,976 △1,807

当期純利益又は当期純損失（△） 5,973 △38,749

自己株式の取得 △4,740 △6,776

自己株式の処分 1 1

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41 △18

当期変動額合計 9,216 △28,419

当期末残高 42,403 13,984
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的債券

…償却原価法（定額法）

(2）子会社株式および関連会社株式

…移動平均法による原価法

(3）その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

(1）満期保有目的債券

――――――

(2）子会社株式および関連会社株式

同左

(3）その他有価証券 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 ──────

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産・仕掛不動産および開

発用不動産ともに個別法による原価

法により評価しております。

(1）販売用不動産・仕掛販売用不動産お

よび開発用不動産ともに個別法によ

る原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）により評価しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第9

号 平成18年7月5日公表分）を適用し

ております。なお、期首在庫に含まれ

る変更差額1,664百万円は特別損失に

計上しております。

　これにより、従来の方法によった場

合に比べ、売上総損失、営業損失、経常

損失はそれぞれ12,727百万円増加し、

税引前当期純損失は、14,391百万円増

加しております。

 (2）仕掛不動産および開発用不動産のう

ち一定基準をこえる特定物件にかか

わる借入金利息を当該たな卸資産の

取得価額に算入する方法を採用して

おりますが、当期の算入額および当期

末残高はありません。

(2）仕掛販売用不動産および開発用不動

産のうち一定基準をこえる特定物件

にかかわる借入金利息を当該たな卸

資産の取得価額に算入する方法を採

用しておりますが、当期の算入額およ

び当期末残高はありません。

４．固定資産の減価償却の方

法

（1）有形固定資産

賃貸用ビルは定額法、その他は定率法

を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

（1）有形固定資産

賃貸用ビルは定額法、その他は定率法

を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 建物 ３年～50年

構築物 10年～20年

機械装置 15年

建物 ３年～50年

構築物 20年

機械装置 15年
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響額は軽微で

あります。

──────

 (追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日

以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により、取得価額の5％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を5年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これによる損益に与える影響額は軽微で

あります。

──────

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しており

ます。

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

(1）社債発行費

────── 

 (2）株式交付費

支出時に全額費用として処理してお

ります。

(2）株式交付費

同左

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

６．引当金の計上基準   

 (1）貸倒引当金

売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額のうち当期

負担分を計上しております。

(2）賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。なお、会計基準変更時差

異については、15年による按分額を費

用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用

計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

(3）退職給付引当金

同左

 (4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

７．収益及び費用の計上基準 不動産販売高の計上基準は、引渡基準を採

用しております。

同左

８．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

──────

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。また控

除対象外消費税等は販売費及び一般

管理費（租税公課、交際費）ならびに

投資その他の資産のその他（繰延消

費税等）に計上し、繰延消費税等につ

いては法人税法に定める期間により

償却しております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務

関連費用の計上方法）

　マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務

関連費用の計上方法につきましては、従来、収益との対応の

観点から物件の売上を計上した期に一括費用計上する方法

によっておりましたが、当事業年度より発生した期に計上

する方法に変更いたしました。

　この変更は平成20年1月に当社が三菱地所株式会社の子会

社となり、親子会社間の会計処理の統一を目的とした変更

であり、下半期より適用しております。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、

販売費及び一般管理費は934百万円増加し、営業利益、経常

利益は934百万円減少し、税引前当期純利益は3,554百万円

減少しております。

　なお、上記会計処理の変更は下半期からの適用であり、当

中間期は従来の方法によっております。従って当中間期は、

仮に変更後の方法によった場合に比べ、販売費及び一般管

理費は1,018百万円少なく、営業利益、経常利益は1,018百万

円、税引前中間純利益は4,776百万円それぞれ多く計上され

ております。

（リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。

　これにより、当事業年度の損益に与える影響はございませ

ん。

 （役員退職慰労引当金の計上）

　当社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理

しておりましたが、当事業年度より「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会 平成19年4月13日　監査・保証実務委員会報告第42号）

を適用し、当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金と

して計上する方法に変更しております。

　なお、期首に計上すべき過年度相当額　131百万円について

は、特別損失に計上しております。

　この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、

販売費及び一般管理費は25百万円増加し、営業利益、経常利

益は25百万円減少し、税引前当期純利益は156百万円減少し

ております。

　なお、上記会計処理の変更は、下半期より適用しておりま

す。これは、当下半期において、役員退職慰労金支給内規の

見直しを行い、当該内規に基づく支給が将来にわたって存

続すると認められる状況にある事に基づくものであり、当

中間期は従来の方法によっております。従って当中間期は、

変更後の方法によった場合に比べ、経常利益は12百万円、税

引前中間純利益は144百万円それぞれ多く計上されており

ます。
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　棚卸資産の表示について、前事業年度までは「販売用土地

建物」「仕掛土地建物」及び「材料土地」と区分しており

ましたが、当事業年度から「販売用不動産」「仕掛不動

産」及び「開発用不動産」と区分して表示しております。

この変更は、平成20年１月に当社が三菱地所株式会社の子

会社となったことによる親子会社間の表示方法の統一を目

的とした変更であります。

──────
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【財務諸表の注記】

（貸借対照表関係）

項目
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

１．短期借入金、長期借入金に

対する担保資産　※１

 百万円

　　販売用不動産 162

　　仕掛不動産 90,780

　　開発用不動産 508

　　建物 1,828

　　機械装置 1

　　土地 21,999

　　投資有価証券 94

計 115,375

 百万円

　　販売用不動産 380

　　仕掛販売用不動産 67,975

　　開発用不動産 508

　　建物 1,730

　　機械及び装置 0

　　土地 21,999

計 92,594

２．担保付借入金　※２  百万円

　　短期借入金 111

　　一年以内返済長期借入金 37,686

　　長期借入金 104,831

計 142,629

 百万円

　　１年内返済予定の長期借
入金

58,775

　　長期借入金 59,371

計 118,146

３．保証債務  百万円  百万円

(1）藤和那須カントリーク
ラブローンの連帯保証
債務

 0  ―

(2）リージャスクレストゴ
ルフクラブローンの連
帯保証債務

 243 180

(3）提携つなぎローンの連
帯保証債務

 204 41

(4）提携ローンの登記完了
までの連帯保証債務

 34,595 48,283

(5）顧客住宅ローンの連帯
保証債務

 107 64

(6）借入金の保証債務
 ― 大京町住宅マンション建

替組合
416

 保証債務合計 35,151保証債務合計 48,986

（損益計算書関係）
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．他勘定へ振替高　※１  百万円

販売用不動産評価損計上 1,213

建物勘定より振替 △58

構築物勘定より振替 △0

借地権勘定より振替 △10

計 1,143

 百万円

たな卸資産評価損計上 1,664

不動産売買契約解除損計上 4,991

建物勘定へ振替 571

土地勘定へ振替 473

販売費へ振替 41

計 7,742

２．営業原価に含まれるたな

卸資産の収益性の低下に

よる簿価切下額　※２

────── 百万円

 17,596

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

３．販売費及び一般管理費の

主要な費目　※３

販売費及び一般管理費の主要な費目は次

のとおりであります。

販売費及び一般管理費の主要な費目は次

のとおりであります。

 　　 (1）販売費 百万円

販売手数料 709

広告宣伝費 7,188

給与手当 3,901

賞与引当金繰入額 393

事務用消耗品費 1,186

租税公課 641

退職給付費用 500

減価償却費 31

(1）販売費 百万円

販売手数料 615

広告宣伝費 6,563

給与手当 3,417

賞与引当金繰入額 358

事務用消耗品費 1,212

租税公課 553

退職給付費用 483

減価償却費 31

 　　 (2）一般管理費 百万円

広告宣伝費 76

給与手当 501

賞与引当金繰入額 63

事務用消耗品費 406

租税公課 571

退職給付費用 124

貸倒引当金繰入額 ―

減価償却費 132

(2）一般管理費 百万円

広告宣伝費 30

給与手当 537

賞与引当金繰入額 53

事務用消耗品費 381

租税公課 569

退職給付費用 86

貸倒引当金繰入額 29

減価償却費 120

役員退職慰労引当金繰

入額

23

４．関係会社との取引に係る

もの　※４

関係会社との取引にかかるものが次のと

おり含まれております。

関係会社との取引にかかるものが次のと

おり含まれております。

  百万円

受取利息 285

受取配当金 9

 百万円

受取利息 258

     

５．固定資産売却益の内訳

※５

 百万円

土地売却益 5

建物売却益 0

計 6

──────

６．固定資産売却損の内訳

※６

 百万円

土地売却損 0

 百万円

土地売却損 0

７．固定資産除却損の内訳

※７

 百万円

構築物除却損 9

その他 0

計 9

 百万円

構築物除却損 0

その他 0

計 0

８．貸倒引当金繰入額

※８

関係会社への貸倒引当金繰入額 1,111百

万円 が含まれております。

──────

EDINET提出書類

藤和不動産株式会社(E03919)

有価証券報告書

 95/113



（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 175,000 24,139 8,968 190,171

Ｅ種優先株式 ─ 7,610,000 7,610,000 ─

合計 175,000 7,634,139 7,618,968 190,171

（変動事由の概要）

普通株式の自己株式の株式数の増加24,139株は、単元未満株式の買取によるものであります。

普通株式の自己株式の株式数の減少8,968株は、単元未満株式の売渡によるものであります。

Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加および減少は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づき、平成19

年8月1日に取得し消却したことによるものであります。

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 190,171 27,441 14,660 202,952

Ａ種優先株式 ─ 3,980,000 3,730,000 250,000

Ｂ種優先株式 ─ 1,280,000 1,280,000 ─

Ｅ種優先株式 ─ 10,890,000 10,890,000 ─

合計 190,171 16,177,441 15,914,660 452,952

（変動事由の概要）

普通株式の自己株式の株式数の増加27,441株は、単元未満株式の買取によるものであります。

普通株式の自己株式の株式数の減少14,660株は、単元未満株式の売渡によるものであります。

Ａ種優先株式の自己株式の株式数の増加3,980,000株は、転換請求による取得による増加であります。

Ａ種優先株式の自己株式の株式数の減少3,730,000株は、消却による減少であります。

Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の増加1,280,000株は、転換請求による取得による増加であります。

Ｂ種優先株式の自己株式の株式数の減少1,280,000株は、消却による減少であります。

Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加および減少は、平成20年6月19日開催の取締役会決議に基づく買入消

却によるものであります。
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（リース取引関係）

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．リース物件の所有権

が借主に移転すると

認められるもの以外

のファイナンス・

リース取引（借主

側）

 

 

 

 

 

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額

所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31

日以前のリース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額

    （百万円）

  車両運搬具 器具備品  計
取得価額相当額  43 191 235
減価償却累計額
相当額  24 125 150

期末残高相当額  19 65 84

    （百万円）

  車両運搬具 器具備品  計
取得価額相当額  37 78 116
減価償却累計額
相当額  26 60 86

期末残高相当額  11 18 29

 (2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

 １年以内  55百万円

１年超  29百万円

計  84百万円

１年以内  18百万円

１年超  11百万円

計  29百万円

 なお、取得価額相当額および未経過リー

ス料期末残高相当額は、重要性が乏しい

ため利息相当額の合理的な見積額を控

除しない方法によっております。

同左

 (3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額

 支払リース料  60百万円

減価償却費相当額  60百万円

支払リース料  52百万円

減価償却費相当額  52百万円

 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

同左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

同左

２．オペレーティング・

リース取引（借主

側）

未経過リース料 未経過リース料

１年以内  63百万円

１年超  238百万円

計  301百万円

 

１年以内  63百万円

１年超  174百万円

計  238百万円

 

 

（有価証券関係）

前事業年度（平成20年３月31日）および当事業年度（平成21年３月31日）

　子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

項目
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産   

販売用不動産評価損 5,380百万円

固定資産評価損 3,221百万円

減損損失 9,488百万円

株式評価損 2,494百万円

貸倒引当金 1,517百万円

賞与引当金 185百万円

退職給付引当金 537百万円

税務上の繰越欠損金 2,902百万円

その他 655百万円

繰延税金資産小計 26,383百万円

評価性引当額 △16,420百万円

繰延税金資産合計 9,963百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差
額金

△9百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

繰延税金資産の純額 9,953百万円

繰延税金資産   

たな卸資産評価損 10,985百万円

固定資産評価損 3,221百万円

減損損失 9,488百万円

株式評価損 2,949百万円

貸倒引当金 1,785百万円

賞与引当金 167百万円

退職給付引当金 532百万円

税務上の繰越欠損金 8,470百万円

その他 664百万円

繰延税金資産小計 38,264百万円

評価性引当額 △37,757百万円

繰延税金資産合計 506百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差
額金

―百万円

繰延税金負債合計 ―百万円

繰延税金資産の純額 506百万円

 （注）当事業年度における繰延税金資産

の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

（注）当事業年度における繰延税金資産

の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

 流動資産－繰延税金資産 6,955百万円

固定資産－繰延税金資産 2,998百万円

流動資産－繰延税金資産 506百万円

固定資産－繰延税金資産 ―百万円

(2）法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異

があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目

の内訳

国内の法定実効税率 40.69％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

0.24％

住民税均等割 0.37％

評価性引当額 △105.87％

その他 △0.01％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

△64.58％

 

当期純損失を計上しているため記載して

おりません。
 

 

（企業結合等関係）

前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）

　該当事項はありません。

当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．１株当たり純資産額       　 23円56銭       　   △36円04銭

２．１株当たり当期純損益金額        38円57銭          △161円55銭

３．潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額

       19円32銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

　（注）１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額         

当期末純資産額（百万円） 42,403 13,984

普通株主に帰属しない金額（百万円） 38,780 31,318

当期末発行済優先株式総発行価額（百万円） 37,434 31,285

優先株式配当額（百万円） 1,346 32

普通株式の当期末発行済株式数（千株） 153,803 480,990

         

１株当たり当期純損益金額         

当期純損益金額（百万円） 5,973 △38,749

普通株主に帰属しない金額（百万円） 1,346 32

普通株式に係る当期純損益金額（百万円） 4,627 △38,782

普通株式の期中平均株式数（千株） 119,976 240,067

         

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額         

当期純利益調整額（百万円） 1,346 －

普通株式増加数（千株） 189,189 －

（うち優先株式）（千株） (189,189) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

 

―――――

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、

Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式

なお、これらの概要は「第４提

出会社の状況、１株式等の状

況、(1)株式の総数等、②発行済

株式」の（注）に記載のとお

りであります。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

平成20年６月19日開催の取締役会において、当社発行の優
先株式の取得および消却を下記のとおり実施することを決
議いたしました。
 
取得および消却の内容

株式交換の効力発生 
三菱地所株式会社と当社は平成21年２月５日開催の各々
の取締役会において、三菱地所株式会社を完全親会社、当
社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、株
式交換契約書を締結いたしましたが、平成21年４月

①　取得株式の種類  
藤和不動産株式会社　Ｅ種優先株式

②　取得する株式の総数 10,890,000株
（Ｅ種優先株式の発行済総数に対する割合 87.89％）
③　株式の取得価額の総額 6,787百万円（上限）
④　取得予定日 平成20年８月１日
⑤　消却予定日 平成20年８月１日

30日にその効力が発生し、当社は三菱地所株式会社の完
全子会社となりました。それに伴い、当社の普通株式は株
式会社東京証券取引所の上場廃止基準に従い、平成21年
４月23日付で上場廃止となりました。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証

券

その他有

価証券

㈱住生活グループ 26,712 29

ＴＯＴＯ㈱ 34,000 16

㈱セントラルファイナンス 90,288 13

東京湾横断道路㈱ 480 23

その他３銘柄 15,502 22

小計 166,982 105

計 166,982 105

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は

償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高

（百万円）

有形固定資産        
建物 4,840        573 ― 5,413 3,063 109 2,349

構築物 4 ― 0 4 3 0 0

機械及び装置 32 ― ― 32 31 0 0
工具、器具及び備品 685 2 0 687 577 50 109
土地 22,004       473 0 22,477 ― ― 22,477
有形固定資産計 27,567 1,049 0 28,615 3,676 160 24,938

無形固定資産        

借地権 5 ― ― 5 ― ― 5

ソフトウェア 58 19 ― 78 42 13 35
その他 44 0 ― 45 3 0 42
無形固定資産計 108 20 ― 128 46 14 82

長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0

（注）建物、土地の当期増加額の主な内容は、事業見直しによる販売用不動産からの振替によるものであります。

（建物571百万円、土地473百万円）

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 3,733 698 0 5 4,425

賞与引当金 456 412 456 ― 412

役員退職慰労引当金 156 41 13 ― 185

　（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）のうち、0百万円は債権回収によるものであり、4百万円は一般債権の貸倒

実績率洗替額であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金     18

預金   

当座預金 36,659     

通知預金 5,080     

普通預金 2,597     

別段預金 2 44,338

計     44,357

ロ．営業未収入金

相手先 金額（百万円）

三菱地所リアルエステートサービス㈱ 346

三菱地所藤和コミュニティ㈱ 65

㈱つなぐネットコミュニケーションズ 58

近鉄不動産㈱ 25

㈱長谷工コーポレーション 19

その他 21件 127

計 642

営業未収入金の滞留状況は次のとおりであります。

前期繰越残高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越残高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

A B C D
C

────
A ＋ B

× 100365 ÷
B

──────
(A＋D) ÷ ２

741 103,406 103,504 642 99.38 2.45

（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ．販売用不動産
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区分 金額（百万円） 摘要

土地 41 2,476㎡

土地・建物 53,930 64,134㎡

計 53,972 66,611㎡

ニ．仕掛販売用不動産

区分 金額（百万円） 摘要

土地 926 5,868㎡

土地・建物 116,616 348,335㎡

計 117,542 354,203㎡

ホ．開発用不動産

区分 金額（百万円） 摘要

土地 462 　 13,353,542㎡

土地・建物 96 48,187㎡

計 558 　13,401,730㎡

土地、土地・建物地域別内訳

区分 金額（百万円） 摘要

東北 102 12,836,103㎡

関東 59,061 449,031㎡

東京 59,734 94,082㎡

中部 10,011 75,090㎡

関西 39,158 297,038㎡

中国・四国 4,006 71,200㎡

計 172,074 13,822,546㎡

ヘ．関係会社長期貸付金

相手先 金額（百万円）

藤和那須リゾート㈱ 6,034

藤和不動産流通サービス㈱ 3,329

計 9,363

ト．関係会社株式
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銘柄 株式数（株） 金額（百万円）

藤和不動産流通サービス㈱ 30,000 389

藤和那須リゾート㈱ 437,600 5,323

エフ・ティー都市開発㈱ 10,000 15

計 477,600 5,727

②　負債の部

イ．支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円） 摘要

㈱長谷工コーポレーション 9,292     

㈱熊谷組 5,470     

南海辰村建設㈱ 2,506     

日本国土開発㈱ 2,190     

大末建設㈱ 1,915     

その他28件 11,051㈱松村組他

計 32,427     

(ロ）期日別内訳

決済期限 金額（百万円） 摘要

平成21年４月 1,156     

平成21年５月 2,762     

平成21年６月 4,825     

平成21年７月 7,107     

平成21年８月 15,551     

平成21年９月 1,023     

計 32,427     

ロ．営業未払金
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相手先 金額（百万円） 摘要

㈱ピーエス三菱 1,285     

三菱地所藤和コミュニティ㈱ 56     

㈱長谷工コーポレーション 52     

日本国土開発㈱ 44     

㈱コスモスモア 26     

その他143件 719 ㈱アペックス他

計 2,183     

ハ．短期借入金

借入先 金額（百万円）

野村信託銀行㈱ 4,500

㈱大正銀行 62

計 4,562

ニ．前受金

区分 金額（百万円）

 申込金 4

 手付金 20,567

 賃貸料 39

 その他 27

計 20,638

ホ．長期借入金

借入先 金額（百万円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
(1,385)

16,956

㈱横浜銀行
(13,021)

13,793

住友信託銀行㈱
(6,798)

13,713

㈱あおぞら銀行
(774)

13,551

㈱みずほコーポレート銀行
(2,484)

13,043

その他32件
(57,499)

75,273

計
(81,961)

146,332

（注）（　）の数字は内書で、一年以内返済期限の到来するものであり、流動負債に掲記しております。

 

（３）【その他】

　記載すべき事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 なし

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 500株

単元未満株式の買取りおよび買

増し
 

取扱場所

(特別口座) 

東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社本店

株主名簿管理人

(特別口座) 

東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社

取次所 　　　　　　　　　――――――

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のと

おりであります。

http://www.towa-fudosan.co.jp/IR/

株主に対する特典 なし

（注）１.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受け

る権利並びにその株主が有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利

以外の権利を有しておりません。

２. 平成21年６月25日に会社法第319条第１項の規程に基づき、単元株制度を廃止しております。

３.提出日現在の株式の名義書換えに関する取扱場所、株主名簿管理人および取次所は、以下のとおりとなっており

ます。 

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店

名義書換手数料 無料
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(１）臨時報告書

平成20年５月15日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（監査証明

を行う公認会計士等の異動）の規定に基づくものであります。

(２）訂正発行登録書

平成20年５月15日関東財務局長に提出

(３）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第53期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月27日関東財務局長に提出 

(４）訂正発行登録書

平成20年６月27日関東財務局長に提出

(５）四半期報告書及び確認書

（第54期第１四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月12日関東財務局長に提出

(６）訂正発行登録書

平成20年８月12日関東財務局長に提出

(７）有価証券報告書の訂正報告書

平成20年８月19日関東財務局長に提出

事業年度（第53期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。

(８）訂正発行登録書

平成20年８月19日関東財務局長に提出

(９）四半期報告書及び確認書

（第54期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月13日関東財務局長に提出

(10）訂正発行登録書

平成20年11月13日関東財務局長に提出

(11）臨時報告書

平成21年２月５日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（株式交

換）の規定に基づくものであります。

(12）臨時報告書

平成21年２月５日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号（募集によらな

い有価証券の発行決議）の規定に基づくものであります。

(13）訂正発行登録書

平成21年２月５日関東財務局長に提出

(14）有価証券届出書及びその添付書類

平成21年２月５日関東財務局長に提出

(15）四半期報告書及び確認書

（第54期第３四半期）（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）平成21年２月12日関東財務局長に提出
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(16）訂正発行登録書

平成21年２月12日関東財務局長に提出

(17）有価証券届出書の訂正届出書

平成21年２月12日関東財務局長に提出

平成21年２月５日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

(18）臨時報告書

平成21年２月23日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の

異動）の規定に基づくものであります。

(19）訂正発行登録書

平成21年２月23日関東財務局長に提出

(20）発行登録取下届出書（普通社債）

 平成21年６月10日関東財務局長に提出

EDINET提出書類

藤和不動産株式会社(E03919)

有価証券報告書

108/113



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月27日 

藤和不動産株式会社    

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉田　正史　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 浅山　英夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

藤和不動産株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監

査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、藤和不動

産株式会社及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載されているとおり、会社は、次の会計処理の変更を

行っている。

（１）マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務関連費用の計上方法について、物件の売上を計上した期

に一括費用計上する方法から、発生した期に計上する方法に下半期より変更している。

（２）役員退職慰労金について、支出時の費用として処理する方法から、当連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当

金として計上する方法に下半期より変更している。

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成20年６月19日の取締役会において優先株式の取得及び消却

の実施を決議した。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成21年６月25日 

藤和不動産株式会社    

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉山　義勝　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡　　研三　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

藤和不動産株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、藤和不動

産株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、藤和不動産株式会社の平成

21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告

書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、藤和不動産株式会社が21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係

る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年６月27日 

藤和不動産株式会社    

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉田　正史　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 浅山　英夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

藤和不動産株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第５３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、藤和不動産株

式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、会社は、次の会計処理の変更を行っている。

（１）マンション分譲事業に係る企画販売直接人件費及び事務関連費用の計上方法について、物件の売上を計上した期

に一括費用計上する方法から、発生した期に計上する方法に下半期より変更している。

（２）役員退職慰労金について、支出時の費用として処理する方法から、当事業年度末要支給額を役員退職慰労引当金と

して計上する方法に下半期より変更している。

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成20年６月19日の取締役会において優先株式の取得及び消却

の実施を決議した。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成21年６月25日 

藤和不動産株式会社    

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉山　義勝　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡　　研三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

藤和不動産株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、藤和不動産株

式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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